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第１回研究会議事録について
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開 会

○林技術課長 第１回市街地の新しいリニューアル手法についての研究会ということで始

めさせていただきます。

私は、中小企業庁で技術課長をしております林です。

市街地と書いていますけど、中小企業庁で関心がありますのは、実は中心市街地です。

現在空き店舗が10％を超えるとかいうところで、インナーシティー問題というのか、なか

なか解決が難しい分野です。

私、技術課で中小企業のイノベーションとＩＴを担当しておりまして、特に商店街のＩ

Ｔ化とか小売商業のＩＴ化を考えますと、なかなか個店という中だけではいきません。全

体－－ハードもソフトも考えた上で、いわゆる中心市街地の活性化とＩＴ化とは、実は足

元で関係しております。
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メンバー紹介

○林技術課長 まず初めに、委員の方の御紹介をさせていただきたいと思います。

○三宅教授 慶応大学の三宅でございます。

密集市街地等々の研究をずうっとやっておりまして、林課長とはそういう意味では長ら

くおつき合いをさせていただいております。今回もよろしくお願いいたします。

○小林室長 小林です。

４月から、ここに書いてある国土交通省の国土技術政策総合研究所の住宅計画研究室長

です。昔の建築研究所というところがありまして、そこが実は２つに分かれまして、半分

が独立行政法人の建築研究所、残りの半分というか、主にこういう住宅都市のソフト系の

研究者はみんなこちらに来て、それで土木や港湾の研究所の中の政策研究的なものと一緒

になったというところです。

私の方は、マンションに関するさまざまな技術開発を担当していて、これまでスケルト

ン・インフィルもいろいろやってきております。よろしくお願いします。

○小川企画専門官 国土交通省住宅生産課から参加させていただいております小川と申し

ます。よろしくお願いいたします。

○関谷講師 慶応大学の関谷でございます。

三宅先生のもとで「住民合意形成ツールを活用した町づくり」という研究をさせていた

だいております。私個人は10年間鹿島建設の設計部におりまして、２年前から教職の方に

つきました。どうぞよろしくお願いいたします。

○近角代表取締役 集工舎の近角と申します。

私は、次世代街区のまとめの段階で、街区のモデルをつくったりということでお手伝い

した関係で、三宅先生の研究会に出席させていただいた御縁でここにいると思います。仕

、 、事としては 集合住宅のＳＩの研究開発の仕事を－－小林さんの建研の総プロのこととか

それから大西さんの都市公団の方でＫＳＩの研究等にも参加させていただいております。

よろしくお願いします。

○山野目教授 早稲田大学の山野目と申します。

大学で所属しておりますのは法学部で、民法を専攻させていただいております。どうぞ

よろしくお願いいたします。

○石橋住宅本部長 竹中工務店の住宅本部の石橋と申します。

この中ではＳＩということもキーワードの一つとなってまして、小林さん等いろいろな

方々を含めて一緒に今までやらさせていただきました。またこの機会で、いろんなことで

お役に立てればと思っております。よろしくお願いいたします。

○加藤技術企画部 ＮＫＫの加藤と申します。

１年前までずっと研究所におりまして、橋梁の耐荷力ですとか風洞実験をいろいろやっ

ておりまして １年前にこちらに異動しましてから先月突然 ３月９日に次世代街区フォー、 「

ラムに出ろ」と言われまして、一日お話を聞かせていただきまして、報告書を読ませてい

ただきました。法律面以外は大体理解できたかなと感じております。

何のお役に立てるかまだわかりませんけども、よろしくお願いいたします。

○大西第６課長 都市公団の大西と申します。



- 3 -

現在は 土地有効利用事業本部計画部計画第６課長をやっておりまして 都心のプロジェ、 、

クトを担当しております。もともと私は本社の生活が長くて、そちらでＳＩも含めていろ

いろな制度面の検討をしておりました。そういう関係もありまして、次世代街区の方でも

参加させていただいて、今回ということだろうと思います。

きょうは、ちょうど私が担当をして、このほど民間事業者を募集をしたというプロジェ

クトがありまして、スケルトン賃貸住宅と俗称で呼んでおりますが、その内容について御

報告をしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○足立課長補佐 中小企業庁の足立と申します。

事業環境部という部がございまして、大体税制とか金融をやっている部でございます。

先ほどちょっと林の方からも申し上げました、中心市街地の関係の制度面をしっかりやれ

というミッションを受けております。中小企業庁の別の部に商業課というのがあってそこ

もやっておるんですが、どちらかというと予算絡みがそちらは中心でございまして、私は

むしろ最近は信託を使った開発が非常にふえてきました。そういったものを中心に研究し

ておりまして、林の方から参加してほしいということで入らせていただいております。よ

ろしくお願いします。

○新井課長補佐 資源エネルギー庁から来ました新井と申します。

私の方では、省エネルギー新エネルギー部ということで、このごろ騒がれている工場の

省エネ、それから家庭の省エネ、もちろん産業用の省エネもあるんですが、それへの関係

と、それから新エネルギー部ということで、ソーラー、風力発電等々、補助金を政策的に

立案して執行の方をやらせていただいてます。

私の方の担当は民間団体向けということで、ＮＰＯさんとかＮＧＯさんとか、もちろん

商店街さんの団体ということで、過去に先輩から聞いているんですが、商店街等にソー

ラー、太陽光発電等を設置して、一部として活性化を図っていただいたということで事例

はありますが、何か協力できるところがあれば協力していきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

○多田課長補佐 住宅産業窯業建材課の多田と申します。

課では調査を担当しておりまして、当課は住宅関係ですと住宅局さんと一緒になって、

工業化住宅などをやらせていただいております。あとは窯業と建材ということで、部材関

係をやっております。また、昨年から資源循環型プロジェクトを始めておりまして、その

中でもＳＩの関係もやらせていただいております。

今回の話は、正直申し上げて内容をよくわからないで参加したんですけども、今席に着

きまして資料を見させていただきますと、建材部門関係で市街地の活性化、中心市街地の

活性化をする上で、景観なんかにも考慮するような形で進めていただければ、なかなかお

もしろいことができるんじゃないかなという形で、この場を使いまして売り込みをさせて

いただければなと考えたりしております。よろしくお願いいたします。

○小川推進課長 墨田区で町づくりを担当しておりまして、かれこれ十何年たつわけでご

ざいますが、昨年、また一昨年ＳＩの検討にも加わらさせていただきまして、現場からの

声を出させていただきました 昨年におきましては 区を挙げて向島博覧会 それからきょ。 、 、

うの座長でございます三宅先生にも、京島でいろいろとアーティストとともにイベント等

を行ってきたわけでございます。
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墨田区は、どちらかというと老朽木造の密集した地域でございまして、昨今の状況の中

では非常に厳しい状況でございます。しかし、いろいろな面で産業施策、それから住宅施

策を展開してございます。そういう中で、これからの新しい方法、方式として、こういう

ものも活用できるんではないかなと考えております。現場から、私どもも微力ながら御援

助させていただきたいと思います。

座 長 選 出

○林技術課長 それでは座長をお選びいただきたいと思うんですけれども、もしよろしけ

れば、このＳＩ住宅については10年近い間ずうっと勉強されていらっしゃいます三宅先生

にお願いできたらと思うんですが、よろしいでしょうか。

〔 はい」の声あり〕「

○林技術課長 それでは、先生よろしくお願いします。

議 事

1)本委員会の趣旨について

○三宅座長 研究会の趣旨でございますけれども、これから課長にお話しいただきたいと

思います。

その前に、私ども、さまざまな団体とかあるいは研究機関の中で、いろんな方向でこう

いう問題を研究してきた。例えばＳＩの工法的な側面であるとか、あるいはその社会的な

側面、制度的な側面、さらには市街地との関係、住民の組織をどうするかというような問

題ということで、非常に複合的な問題であるということは、皆さん重々承知であると思い

ます。

先ほどプラットフォームの御説明もなされましたけれども、ちょうどこういうプラット

フォームというところと、複合化した問題をとらえ合わせ、政策立案を行っていくという

のは非常によい機会ではないかと思いますので、林課長に大変感謝しております。

そこで、まず林課長の方から、今回の研究会の趣旨につきまして御説明をいただけたら

と思います。

○林技術課長 それでは、お手元に資料１があります。それから、関連するところで資料

４、５、６、７をごらんになりながら、趣旨について簡単にお話ししたいと思います。

まず、資料１ですけれども、この研究の目的と内容につきましては、これは既に皆様の

ところにメール等でお配りしていると思います。本日委員としてお見えの小林室長が「つ

くば方式」ということで、スケルトン型の定期借地を利用した住宅を第１号におつくりに

なられて、その後こういった手法がいろいろ展開していきました。

、 、ＳＩというのはスケルトンとインフィルと言ったり サポートとインフィルと言ったり

若干異なりますけれども、こうした躯体部と内装部を分離した、新しい集合住宅がいろい

ろ進められております。
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このようなもののメリット等、またさらに普及するということを考えた場合に、どうい

うことが大切かということについて、さらなる検討をしていきたいということです。

具体的には、実施のためにどういうことが課題として残されているか、またその解決は

どういう方向かといった話を考えております。そうした場合に、住民の皆様の合意形成を

どのように図っていくかについての御検討をいただけたらと思います。

メンバーにつきましては、先ほど委員の方々からそれぞれ御紹介いただきましたけれど

も、２枚目の別紙でございます。スケジュールですけれども、非常にハイペースで恐縮で

すが、月２回ぐらいのペースで６月を目途に、会合を開き、中間的な取りまとめをしてい

きたいと考えています。

このＳＩの話は、きょうもこの後御説明いただきますけれども、都市公団によって汐留

で具体的に行われてまして、中心的に取り組まれていらっしゃる大西さんが委員として御

参加いただいているわけでございます。

資料４をごらんになって下さい。日本は非常に木造住宅が多い。第１の課題は、この中

で、どうやって防災性を向上させるかということである。

第２は、環境問題で建築物の環境負荷が低減できないかという点。日本の場合、大体建

てかえが30年以下ということですけれども、この辺は建築廃材の点でも、また新しい材料

を使うという意味でもむだが多くて、何となく環境に対してもう少し調和したというか、

負荷の少ない形での住宅なり都市ができないかという視点です。

第３の視点は、収益です。土地の効率的活用とか、それから都市再開発を民間のお金を

活用して、なるべく財政の負担が少ない形で都市の整備ができないか。

ただ、そうは言っても建てかえを行うことになりますと、実際建築をされる方の御負担

は相当のものになるんで、なるべくなら土地をお持ちの方とか、現在お住まいの方の負担

が少ない形での建てかえができないか。

第４の視点は、熱供給配管等、新しいいろんな器具なり、またインフラなりが導入され

ますけど、そういうものを安く導入できるとか、また容易に保守できるという形での住宅

なり都市なりができないかということです。

また、高齢化する中で間取りの変更とか、バリアフリーといった意味での、いろいろな

フレキシブルな住宅ができないか。

最後に合意形成の点では、集合化に向けて住民の合意形成を促す手段はどのようなもの

が考えられるかという視点です。建物の管理は、区分所有の場合ですと組合等をつくって

管理されてますけれども 何かそういうものの負担が少ない形でできないか また コミュ、 。 、

ニティーを維持しながら再開発を進められないかということで、居ながら建築のようなこ

とが考えられないかという視点があります。

相当いろいろなところで研究されていると、座長の三宅先生からも御紹介ありましたけ

れども、その一つの研究成果が、次世代街区構想で、97年６月にまとまったもので、その

中に具体的なシステムのイメージが書いてあります。

こういう形にまとめられた後、次世代街区フォーラムという形で、産業界の方と学界の

方が中心になって、内田先生が会長、竹中工務店さんの副社長さんと、それから日本鋼管

さんの副社長が副会長となってフォーラムがつくられました。

３月にフォーラムの一応の区切りということでまとためものが、資料７です。検討結果
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のアウトプットとしましては、リニューアルの手法－－複数のメニューのような形で御提

示できればと考えています。また社会の還元ということも含めまして、検討しました結果

は公表をさせていただければと考えています。

進め方としましては４回ぐらいを予定をしておりまして、本日主に法制面のお話をいた

だきますけれども、２回目は中心市街地の抱える問題とか、技術可能性、事業採算性のお

話。それから第３回は、再開発におけるいろいろな問題点なり、また法制面での課題、合

意形成についての手法についての検討ということで、最後に６月上旬ぐらいに報告書につ

いての 事務方で簡単な案をまとめますので それについても御検討をいただければと思っ、 、

ております。

原則、委員の方々から御発表をいただきまして、それに対する御議論、その他御質問と

いう形で進めさせていただきまして、本日速記の方にも御参加いただいておりますけど、

そういう形で発表いただいたものと、またそこでの御議論を一番この研究会の成果という

形で、それの簡単にまとめたものということで、余り厚い形ではなくて、極力簡単なわか

りやすい取りまとめを報告書の頭につけるようなイメージでおります。

以上は、私ども事務方のイメージでございますので、ぜひ本日ここはこうした方がいい

というような率直な御意見をいただければ、それに沿った形で、また進め方について合意

をした形で進めさせていただきたいと考えてございます。

○三宅座長 今の林課長の御説明に対して、御意見あるいは御質問等々ございませんで

しょうか。

○三宅座長 ありませんでしたら、この後幾つかの問題についてプレゼンテーションをい

ただいて、それについて議論をしていただこうかと思っております。

2)汐留地区再開発におけるサポート・インフィル工法の導入

○三宅座長 お手元の議事次第でございますけれども （２）と（３）が入れかわってお、

りまして、最初に「汐留の再開発についてのサポート・インフィル工法の導入」をお話を

いただき、次いで「サポート・インフィル住宅の法制面からの可能性」をお話しいただく

予定でございます。

そこで、まず大西さんの方から汐留の再開発につきましてのプレゼンテーションをいた

だけたらと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

○大西第６課長 では 資料３と書いてありますものと それからその下にありますカラー、 、

コピーの図面を使いまして御説明をしたいと思います。

目次の方とちょっと表題が異なっておりますけれども、公団で行っております汐留プロ

ジェクトの中の、きょうはハードの話ではなくてスケルトン賃貸という、公団が躯体を建

設をして民間事業者の方にそれをお貸しをして、民間事業者の方がインフィルをつけ加え

て転貸をするという仕組みを、今進めております。

躯体に民間事業者を募集をして、民間事業者が今決まって、躯体の中身を相談をしてい

るところです。その内容について、きょうは御報告をしたいと思います。

まず、具体的なプロジェクトの場所のイメージから御説明をした方がいいと思いますの

で、カラー刷りのコピーを見ていただきたいんですが、ここは汐留地区のＨ街区と呼ばれ
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ているところです。これは全体を東京都が区画整理をしたところです。新橋駅と浜松町駅

に挟まれたところです。その中の南の方に位置しているところです。

１枚めくっていただきますと、この汐留地区全体の開発のパースがございます。下の方

、 。 、が新橋駅 右上の方が浜松町駅という位置関係になります その全体31ヘクタールの中で

日本有数の企業が区画整理済みの土地を買って、そこで本社等の建設を行っているところ

です。

この右上の方に色の違う超高層住宅があるんですが、これが公団賃貸住宅です。

公団のすぐ隣にツインパークスという名前で有名になった、三井不動産ほか８社連合で

つくっている分譲住宅････一番上が６億円という住宅で有名になりましたけれども、この

分譲住宅と公園を挟んだ隣に位置しております。浜松町駅のすぐそばです。

もう１枚めくっていただきますと、全体像のパースがあります。全体で56階建て、今、

建設を始めている中では、日本で一番高い集合の超高層住宅となります。ここで、左側の

バルコニーが欠けているところがありますが、およそこの欠けているところから上の部分

を民間事業者にお貸しをする。その下は公団の通常の賃貸住宅ということで、今計画をし

ております。

まためくっていただきますと、全体の配置図がございます。赤く塗ってあるところが住

棟で、その右側が駐車場棟、その上の方は広場となっています。

それをめくっていただきますと、白黒の住棟概念図があります。民間事業者さんにお貸

しをするのが上の方の高層部と書いてあります45階から56階のところです。そして中低層

部が公団の賃貸住宅で 742戸を今計画をしております。下の方は生活支援施設等が入ると

いうことです。

それと、エントランスとエレベーターをそれぞれ区分をするということが、真ん中に書

いてある模式図の意味合いです。

、 、もう１枚めくっていただきますと これが民間事業者さんにお貸しをするということで

高層階のところの公団が発注をした図面をわかりやすく書いたものです。住戸の間仕切り

はインフィルに相当するということで、公団では発注をしておりません。柱と、それから

、 。 。床 天井－－天井も躯体部分だけ それから外壁をスケルトンということにしております

共用部分はスケルトンに属するということで、共用部分ということにしておりますが、こ

こに関して専有部分にしたいということ････専有といいますか、専用で使う部分としたい

ということであればそれも可能ということにしております。それと外壁部分に関しては、

公団の所有で公団の管理ということにしておりますが、住戸の区画割りをどこにするかに

よって異なりますので、民間事業者さんの方で設計ができ上がった段階で、それに合わせ

て公団の方で外壁の設計をし直すことになっております。

もう一度繰り返しになりますが、まず、このスケルトン賃貸住宅制度の概要です。正式

には民間事業者賃貸住宅制度といいますが、スケルトンをお貸しするということで、スケ

ルトン賃貸住宅という俗称で通っています。

制度の概要は、これは予算要求をして認められた内容の表現ですが、要は公団と民間事

業者で共同して都心居住住宅を実現をするということで、公団はスケルトンをお貸しをし

て、民間事業者が内装等のインフィルを設置して転貸をする事業だということです。

制度の目的は、多様な世帯の都心居住を推進すると書いてますが、要は公団だけですと
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なかなか高額な賃貸住宅ということもしにくい。できないということではないんですが、

しにくいということもあって、まさに一つの住棟の中で、超高層みたいなところでは、規

模、戸数とも大きくなりますので、複数の事業供給者があっていいだろうということが１

つです。

さらに、新公団になりましたが、新しい趣旨として民間事業者と共同事業を行うという

こともありまして、民間事業者による賃貸住宅供給の推進ということです。

、 。この汐留が第１号ということで先般募集をしまして 住友不動産に決定をいたしました

第２号は河田町といいまして曙橋、それから大江戸線の若松河田駅のところから、それぞ

れ徒歩５分ぐらいのところで、もとのフジテレビ跡のところで、超高層住宅の41階を今建

設中ですが、その上11層分を募集をして、先般東急不動産に決定をしました。今後、この

ようなプロジェクトを徐々に進めていきたいと思っています。

２番目で汐留地区の概要と書いてございますが、敷地面積を見ていただきますと 1.2ヘ

クタールということです。スケジュールは、もう既に発注をして建設を始めております。

その後民間事業者を募集をして････２ページ目になりますが、ことしの１月に決定をしま

した。発注をしたといいましても、まだ基礎部分の工事が始まっている段階で募集をいた

しまして、ちょうど今１階部分に差しかかっているところです。民間事業者分は相当上の

方ですので、まだまだ時間があるということで、今後設計を一緒に考えていくことになり

ます。

建設計画の概要は、地上56階建て、その住宅計画の概要のところで45階から56階のワン

フロアー約 1,000平米････12層分の１万 2,000平米をお貸しすることになっているという

ことです。

民間事業者の募集・選定の概要ですが、施設も１～２階にございますので、その施設事

業者とあわせて民間賃貸住宅の事業者を募集をいたしました。民間事業者に対する主な条

件のところが、実はスケルトン・インフィルということで、どこまでをスケルトンにする

か、どこからをインフィルにするかということで相当検討をし、また民間事業者の方から

も事前に幅広く意見を聞いたわけですが、結果としてこういうような条件で募集をしてお

ります。

公団は建物の柱、はり、床、外壁等の躯体やサッシ、供給処理幹線等を建設をして賃貸

をする。それから事業者は、内装、設備等を設置して、民間賃貸住宅として居住者等に転

貸をする。ここには詳しく書いてございませんが、エレベーターのかごをインフィルにす

るのか、スケルトンにするのかという話。それから、外壁のサッシをインフィルにするの

かスケルトンにするのかという話。それから細かい話をしますと、スプリンクラーはどち

らに入るんだということですとか、ハードの話で言うと相当細かい詰めが必要でした。

きょうはソフトの話を中心にしましたので、そちらは捨象してございますが、その辺の

ところも、こういうようなスケルトン・インフィル型で民間事業者と共同事業をするとき

には、相当シビアな区分分けが必要になってくるところだろうと感じております。

もともとＳＩの検討の中では、スケルトンでもない、インフィルでもない中間部分はど

うしても必要だということは前からわかっていたことですが、具体的な工法、もしくは具

体のものに沿って、その辺の調整をすることが必要だろうと思っています。

民間賃貸住宅の主な計画条件のところですが、公団からは簡単な条件だけでした。バリ
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アフリー化をしてくださいということと、住戸規模として余り小さいもので、ワンルーム

みたいなものを供給されたら困りますので、最低43平米以上にしてくださいということ。

それから３ページ目にいきますが、スケルトンの主な賃貸借の条件。契約期間は20年と

しました。ただ、これは民間事業者さんの方から「もうやめたい」と言わなければ、自動

的に更新できるという形にしてあります。それからスケルトン賃貸料は、事業者の企画提

案をもとに公団が決定。これは公団が決定ということですが、実質的には民間事業者さん

を尊重するということです。の企画提案

それから施設事業者に対する主な条件等は、生活支援施設等を一緒に運営してください

ということだけです。

それから募集のスケジュールは先ほど御説明したような内容ですが、ことしの１月に決

まりました。

それから４以降が、きょうの検討テーマにも関係してきますけれども、制度の主な内容

－－特に法制面のところです。エンドユーザーの資格をどうするかというのが一つのテー

マでした。特に、スケルトンを公団がお貸しをするような場合、どのような人に転貸を許

すかということが、一般論としてもポイントになると思います。転貸は認めないというこ

とにするか、その都度スケルトン所有者である公団が審査をするというやり方もあると思

いますし、範囲を決めて包括的に認めるというやり方もあると思います。

今回の場合は、公団の場合には範囲を決めて包括的に認めるという形にしました。その

範囲といいますのは、ここに書いてある内容です。

公団から民間賃貸住宅事業者にお貸しをしますが、そこから貸せる相手はこの５種類に

限られるということにいたしました。みずから居住するという入居者、もしくはサブリー

スをする借上事業者に貸して、さらにエンドユーザーに貸す場合。それから、民間賃貸事

業者そのものの従業員に貸す場合。それから、企業に貸してその従業員に貸す場合。それ

から、サブリースをする者が間に入って、企業に貸して従業員に貸す場合。実質的には社

宅として使う場合、もしくはみずから住む人に貸す場合というのが大きな流れですが、そ

ういう条件にしてございます。

みずから住むということであればどんな人でも構わない････外人でもいいですよという

ことにしてあります。

それから、住宅の中で仕事をする 型住宅の場合でも、住宅であればいいという形にSOHO

してあります。

それから契約期間が相当議論になりました。この制度をつくる途中の過程で、広く呼び

かけをして勉強会に参加をしていただきましたが、民間ディベロッパーの方とも協議をす

る中で、期間をどうするかというのは相当大きな問題でした。

やはりそれは、インフィル設置者にとっては契約を終了した時点でインフィルを公団が

買い取るのか買い取らないのか、もし買い取らないんだとすると、契約期間は長い方がい

いということになりますし、逆に契約期間が長ければ、その分リスクが大きいということ

にもなります。その辺をどうするのかという問題がありました。

途中でグレードアップということも考えますと････４ページにもつながりますが、一度

設置したインフィルをそのままというわけにはいきません。賃料を一定程度で確保してい

くことになりますと、傷んだものは取りかえる、それから社会のニーズに合わなくなった
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ものは全く新しいものを入れるということですので、契約期間が終了した時点では、やは

り償却が終わってないものはかなりあることになると思います。

それから税制上の償却ということを考えましても、その償却期間がそれぞればらばらで

す。台所のようなものの償却期間と、そのほかの設備、それから例えば壁なんかはどうな

るんだという議論も含めて相当複雑でしたので、なかなかここだという期間は見つかりま

せんでした。

結果的に、 そして更新期間も20年。基本的には、一度借家人に今回は20年にしました。

なった民間事業者とは、存続期間中ずっと契約したいと ハードの方考えているわけです。

はＳＩ型ということで建設をしておりますので、公団の賃貸住宅の償却期間は国土交通省

で定められていまして、70年で償却をすることになってますが、ハードとしては 100年近

くもつということを前提として、ずっと契約をしてくださいということにいたしておりま

す。

それから次に問題になったのは、定期借家か普通借家かというこでした。最終的には公

団と民間事業者との間も、民間事業者とエンドユーザーとの間も、恐らく普通借家という

ことになると思いますが、制度として定期借家をやってもいいかどうかということの要望

も民間事業者からありまして、その検討をしております。

まず、原賃貸人（公団）と原賃借人（民間事業者）との間の契約においてどうかという

ことですが、普通借家契約ということで、公団は制度としてはとりあえず定めました。た

だ、その過程で定期借家契約も可能かという検討をしておりまして、理論的には可能だろ

うと。民間事業者の中にも、当初は希望がありました。

それから、なぜそういう希望があったかということに関してですが、これは定期借家契

約をした場合に、家賃の増減額請求権の排除特約を結ぶことができるということでした。

一定期間の中で、家賃の増減というリスクがないことになりますと、実は民間事業者の方

は、それを前提とした証券化も可能だと。むしろ証券化がしやすいということもありまし

て、こういうような排除特約を結ぶことに魅力を感じていたようです。

ただこれに関しては、賃料改定ルールが双方にとって合理的であれば、経営上のリスク

という意味では余り問題はないのではないかということも含めて、賃料改定ルールをどう

するかということで、整理をしようということにいたしました。

それからもう１つ 「民間事業者には途中解約権が認められないと考えられる」と書い、

てありますが、これは定期借家を行った場合に、住宅であれば借家人の側からは途中解約

権があるんですが、今回の場合賃貸業を営む者ということですので、新法の「居住用の建

物」に当たらないだろうと考えられましたので、この途中解約権はどうせないだろうとい

うこともありまして、定期借家契約をする意味もなさそうだということで、公団としては

普通借家契約にしたということです。

もう１つは、転貸人（民間事業者）と転借人（エンドユーザー）との間の契約です。こ

れは、例えば公団と民間事業者が定期借家契約で、エンドユーザーと民間事業者の間が普

通借家契約の場合どうかということに関してですが、公団と民間事業者との間で定期借家

契約を結んで、その定期借家契約の終期が来た場合に、民間事業者とエンドユーザーが普

通借家契約を結んでいたとしますと、実質的には半永久的に借り続けることになるわけで

すが、もともとの借家契約部分の終わりが来たということをもって、民間事業者としては
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更新拒絶の理由となるかということの問題点でした。

山野目先生に御相談をしたときには 「②について更新を拒絶しうべき正当の理由の一、

要素を構成するだろう」と御返事をいただいてます。

「なお、②は、①の賃貸人が②の賃借人に①の終了を通知したときから６カ月の経過に

より終了する（借地借家法34条 」の通知というところもあればなおさらということだろ）

うと思います。

、 「 、それから ｂで 民間事業者とエンドユーザーとの間の契約を定期借家とすることには

民間事業者は今のところちゅうちょしている」ということがありまして、賃料水準がどう

しても低いということがあって、今あえてわざわざ定期借家契約をする必要はないだろう

という判断のようです。

ただ、これも将来証券化をにらんだときには、定期借家契約に切りかえることもあり得

るかもしれない。もしくは、途中段階から切りかえることは難しいということであれば、

新しいプロジェクトのときからはそういうことも考えたいということも、民間事業者から

は聞いております。

それから中途解約です。特にこのスケルトン・インフィル型のときには、インフィルの

処遇をめぐって中途解約は非常に大きな問題になります。民間事業者の都合による契約途

中での解約を認めるかどうかということです。インフィルがどちらに帰属するかというこ

との問題と、もう１つ、転借人がどうなるかということとも関係をしてきます。

公団の場合には、民間事業者の都合による中途解約は認めないことにしました。ただ、

認めないと言い切っても、住友不動産に今回決まってますが、例えば長い 100年の間に住

友不動産が賃貸住宅事業から撤退をするということも十分あり得るわけで 「それでもだ、

めだよ」と言い張るのはなかなか難しいだろうということで、実質的な中途解約を認める

仕組みとして 「新しい事業者を探してきてください」という条件にしました。新しい事、

業者を民間事業者が探してきて、その者が公団の定める賃借人の資格を有していて、公団

が認めた場合、その者への契約の承継を認めることにいたしました。勝手な中途解約はだ

めだけど、かわりの人を連れてくればいいですよということです。

それからもう１つは （５）民間事業者の契約違反（債務不履行、倒産）を原因とする、

契約解除の場合どうするかということです。これはどんな立派な企業でも、倒産は 100年

間絶対しないとは言えませんので、検討としては重要でした。結果的にはこんな整理をし

ております。

まず、契約解除ということですが、債務不履行ということになれば公団は契約は解除を

する。

そしてインフィルは原状回復を原則としました。これは勉強会の過程では物すごいブー

イングがありまして、原状回復ということにされるとリスクが相当大きいので、公団に支

払う賃料は低くならざるを得ないということで、相当強い要求があったわけですが、どう

考えても原状回復にしないと心配の方が多いもんですから、原状回復としました。公団が

民間事業者にかわって、それを行って費用を請求することも可能ということにしておりま

す。

ただし、原状回復のための工事費用がかかるのであれば、公団が認める場合には無償譲

渡を条件に原状回復を免除できる。この場合の原状というのは、公団はスケルトンだけを
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お貸ししてますので、スケルトン状態に戻してもらうということです。立派なキッチンで

すとか立派な設備機器があっても、それを全部壊してもらうわけですから 「環境に優し、

い仕組みだなんてとても言えないじゃないか」とも言われたんですが 「こういうことさ、

え起きなければ大丈夫ですよ。実質的には無償譲渡してもらって環境に優しいんですよ」

というふうに 、何とかこういう仕組みに整理をいたしました。説明しながら

ただ、税金の問題等もありますので、残存簿価で買い取って同額の違約金を支払っても

らうという方法も検討しようということにはなっています。ただ、今のところは無償譲渡

を条件に免除できる仕組みにしております。

このように、原則原状回復、それから公団の判断により無償譲渡を選択可能とすること

によって、実質的に公団と民間事業者間のインフィルの附合問題を回避することができる

ということも大きな理由でした。

この附合といいますのは、強い附合と弱い附合という概念もございまして、本当に全部

一体となってしまっているのか、それを引き離して独自に取引できる状況なのかというこ

とによっても異なってくるんですが、このようなＳＩ住宅の場合どこまでが強い附合で、

どこからが弱い附合かを判断するのが非常に難しい。特に、内装の立派な壁を取りつけた

部分についてはどうなるのかとか、それからかなり一体化してある設備部分についてはど

うなるのかということを考えますとなかなか難しいものですから、それをすべて事前に整

理をし切るのは難しいということもあります。要は、何かあったときには全部公団のもの

になって、しかもその費用請求はしないんだと整理してしまえば、ここはクリアできるだ

ろうということで整理をしてしまいましたが、まだまだ、本質的なところでここのところ

は整理はし切れていないと思っています。

それから転借人との契約ですが、理論的には原借家契約の解除をもって転借人に退去を

求めることは可能だろうと思います。転借人の地位は非常に弱いということです。原借家

契約の方がなくなると、転借人はもともとの家主さんから追い出されても文句は言えない

ということのようです。

ただ、そういうことにしますと、公団がスケルトンを貸しているのに借りている人を結

果的に追い出してしまう仕組みというのは、公的な機関としていかがなものかということ

もありまして、間に入っている民間事業者が倒産をした場合には公団は契約を解除します

が、そこに住んでいるエンドユーザーとは、公団が直接賃貸者契約を結ぶということにな

ると思います。ただしその場合でも、公団は次の新しい民間事業者を探してくることにな

りますので、その新しい民間事業者を探してきたときには、新しい民間事業者が間に入り

ますよということをエンドユーザーに認めてもらった場合に限り、エンドユーザーと公団

は直接の契約をすることにしました。

これはどういうことかといいますと、ちょっと繰り返しになって恐縮ですが、転借人の

地位は非常に弱いわけです。それが公団と直接契約をすると、直接の賃借人ということに

なりますから強い地位になる。それなのに、また新しい民間事業者を連れてくると、もう

一度弱い転借人の立場に戻ってもらうことになるということで その場合にはエンドユー、「

ザーの了解がなければなかなか難しいですよ」と山野目先生に宣告されてしまいましたの

で、これはそうせざるを得ないということでそうしました。

その仕方として、当初の段階から民間事業者の賃貸借契約の中で 「もし私どもが倒産、
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をしたらこういうことになりますから認めてください」ということを条項として入れても

らった方が楽なもんですから 「そういうことはできませんか」と大分聞いたんですが、、

「それだけは勘弁してください」と言われましたので、もしそういう事態になったら、公

団が住んでいる人全員と一人一人交渉して 「認めるんだったら住んでいただいて結構で、

す。それが嫌だったら出ていってください」ということを交渉しなければならないことに

なりましたが、それは認めてもらえるだろうということで、そういうふうに踏み切りまし

た。

それから （６）がスケルトン賃料の決定と改定ルールです。これも後で御説明もしま、

すが、長期間スケルトンを貸すというときには、この賃料をどうするかというのは相当難

しいところになると思います。今回は公団から借りる者が民間事業者だということもあっ

て、ここのところはある程度互いの能力を信用し合ってこういうルールができることにな

りました。公団の場合と書いてますのは今回の場合ということです。

民間事業者を決定する段階（インフィル工事開始前）････この段階で企画提案の審査を

通った者の中で、一番賃料の高い事業者に決定をするというルールにいたしました。その

ことによって、住友不動産に決定をいたしました。

しかし、実はインフィル工事前ですと、汐留の場合にはことしの１月に決定をしました

が、実際に入居をするのは16年３月以降になります。ですから、これから３年の間に恐ら

く市場は変わっていると思います。ですから、そのリスクをすべて民間事業者に負わせる

ことは不合理だろうと。それから将来において、例えば20年契約だとして、その間で市場

が変わっているのに固定をするということもリアリティーがないことになりますので、ど

ういうふうにそこの変更をルール化するかがポイントでした。

まず一番初めの段階で一番高い事業者に決定をして、実は実際に供給をするときに市場

がうんと下がっていたということになると、すべてそのリスクを民間事業者に負わせるの

はつらいだろうと。ですから原則として、市場家賃連動････エンドユーザー賃料に連動し

て改定をすることにしました。

ところが、そうしますと一番初めに事業者を選ぶ段階で、到底リアリティーのない高い

賃料を公団に提示をして、３年たったらこんなに市場が下がってしまいましたという者が

出てこないとも限らないという心配がありまして、じゃあ３年間だけは保証してもらおう

と。もしめちゃくちゃな賃料を提示をしたんだとすると、３年間で相当の損が出るわけで

すから、民間事業者の方もその責任はとってもらえるだろうということで、民間事業者を

募集したときの決定時の賃料は３年間だけ保証。その後は、エンドユーザー賃料に連動し

て改定をすることにしました。

その場合に、市場変動リスクは公団と民間で分け合うことにしました。つまり、エンド

ユーザーの賃料と、その割合の中で公団に支払うスケルトン賃料の割合－－エンドユー

ザーの賃料の何％分が公団に支払うスケルトン賃料になるかという率だけを決めます。そ

、 、うしますと 総収入の中からスケルトン賃料割合分だけ公団に支払うことになりますので

市場変動リスクは公団と民間で分け合うことになると思います。

ただし、空き家リスクは民間の能力が相当影響してまいりますので、空き家があったら

その分は民間が、人が入っていたという前提で家賃の計算をしてもらうことにしました。

こういうエンドユーザー賃料連動にすることによって、20年間の賃貸者契約でも、ほぼ
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民間事業者としては大丈夫ですよという回答は、勉強会の中でほとんどのディベロッパー

の方から来ましたので、仕組みとしてはそういう形にしております。

ただ、課題として、エンドユーザー賃料の把握方法は問題になっています。実質賃料を

どう算定するかということです。特に、民間事業者の賃料の中には管理費というのが概念

として、一体として入っているものが多いわけです。管理費というのは家賃ではなくて、

例えばごみを出してあげるとか、フロントでいろんなことをしてあげるというサービス

が・一体となっているわけです。その管理費を賃料に入れるのか、入れないのかも含め

て ・・ 実質賃料でやります」という言い方だけにしてありまして、今、住友不動産さ、 「

んとは・ これは賃料じゃないか 「いや、賃料じゃない」ということをぎりぎりとやり「 」、

合っている状況です。概念的には不動産鑑定評価で言うところの実質賃料の概念に近い形

で整理をしようという－－概念だけでは一致しているんですが、細かいところは、今、少

し時間がかかっているということです。

それから、縁故者への特別賃料があった場合どうするかということもありましたが、こ

れらはすべて情報開示の時代ですので、監査ということもありますから、実質的にこうい

うことはすぐわかるということで、クリアできていると思います。

それから５以降が、今回の次世代街区型の中で検討していた、いわゆる利用権分譲－－

「いわゆる」という言葉をつけましたが、そういう可能性について一言つけ加えておりま

す。一般論としてということで、この汐留でという意味ではありません。

利用権という言葉自体が、非常に間違った概念を植えつける言葉ですので、本来使うべ

きではないと思いますが、この次世代街区の中では利用権分譲という言葉が使われてきて

いて、そういう言葉を使った方が意味するところはわかりやすいということで、括弧つき

でここでは使っております。

一定期間の利用権に相当するようなものを譲渡するというような、実質的にはそんなよ

うな仕組みをすることは可能かもしれないと思っています。

原借家契約期間内で、定期借家契約により実質的に利用する権利を認める方法が考えら

れるのではないだろうかということです。これは期間限定の賃借権ということになります

から、リースホールドに似てはいます。ただ、抵当権設定は不可ということも含めて、直

接のリースホールドというものとは似て非なるものですが、期間限定の賃借権ということ

をそのまま考えれば、似たような仕組みをつくれるかもしれないということです。

一定期間の賃料の前払いとして一時金を授受する方法もあると思いますし、また月々支

払いという方法もどちらも考えられると思います。

それからもう１つ、インフィルを転借人たるエンドユーザーが設置する場合の附合問題

です。これはちょっと難しいかもしれない。どう説いていいかというところがちょっと難

しいかもしれないということです。

どういうことかといいますと、エンドユーザーがインフィルを設置した場合に、附合問

、 。題は原賃貸人たるスケルトン所有者－－例えば 汐留であれば公団ということになります

そのスケルトン所有者と、転借人たるエンドユーザーとの間の問題になるということなん

だろうと思います。

とすると、実は「インフィルを設置していいですよ」と民間事業者が言ったとしても、

勝手にエンドユーザーが設置 といろいろ問題があるのかなということです。スケルトする
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ン所有者は賃貸借が終了したときに、公団のスケルトン賃貸のように、原則原状回復で選

択による無償譲渡ということが担保されていれば問題はないと思いますが、スケルトン所

有者が インフィルを転借人が設置する仕組みを認めますよ と言った場合には ちょっ、「 」 、

と問題がややこしいかもしれない。

ただ、認めるけれども、エンドユーザーも「間に入っている民間事業者が失敗をしたと

きには、あんたのインフィルも没収されますよ」ということで納得してもらえれば、問題

はないかもしれないということになると思います。

ですから、間に入る２次事業者の－－公団のスケルトン賃貸で言えば民間事業者－－原

賃借人である転貸人ということになりますが－－と、エンドユーザーとの間でインフィル

の帰属と費用負担をどのように扱うかを定める必要があると思いますので、そこを整理し

ておくことが、もう１つ別な問題として出てくるかなと思います。

ただ、直接スケルトン所有者が個々ばらばらに貸すよりは、間に１人入れることによっ

て、少しは問題が楽になる部分が出てくるかもしれないなという気はしています。

○三宅座長 ありがとうございます。

スケルトン賃貸････なかなか大胆な試みをやられていると思いますが、皆さんいろいろ

御質問、御意見等々あるんではないかと思います。多少議論をしていただきたいと思いま

す。いかがでございましょうか。

○足立課長補佐 多分、多くの方は今までもＳＩのいろいろ御研究をされてこられている

んで、ちょっとセンスが違うかもしれません。

今、御説明いただいた内容は技術的な問題が多くて非常に勉強になるんですが、スケル

トン賃貸の本質的な部分がどこにあるのかを確認したいんですけど、ＳＩを導入したこと

、 、に伴う部分は幾つか本質的な問題がもともとあって それはさっきおっしゃられたように

とりあえずは回避しているという……

○大西第６課長 技術的なというのは、法制度的な面という意味ですか。

○足立課長補佐 法制度というか、例えば先ほどの附合問題とか、そういった問題は回避

されたと書いてますよね。

○大西第６課長 はい。生じないように。

○足立課長補佐 生じないようにしたと－－そこはとりあえず置いてある。そういう意味

では、今回のスキームの一番本質的な部分は、例えばよくマンションなんかで区分所有を

していることに伴う、将来何十年か先になかなか建てかえもできない、何もできないとい

うマンション問題みたいなものを回避するために、住友不動産という間に事業者を一枚か

ませていることに、大きなポイントがあるのかななんて勝手に思っているんですが、そこ

はどんな。

○大西第６課長 そうではありません。

○足立課長補佐 ありません。

○大西第６課長 まず、これは基本的には賃貸住宅ですので、区分所有建物のような、区

分所有者間の合意に基づいて建てかえをするということはないんですね。あくまでも、ス

ケルトンの所有者は公団一人です。ですから、賃貸住宅であるということでそういう問題

は生じない。

ただ、今おっしゃっているのは、民間事業者と公団が、例えば１棟の建物で共同で住宅
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を供給をしようとしたときに、通常は区分所有という仕組みをとるであろうから、そうい

うような問題点が、これでクリアできているかと言われれば、それはそのとおりだろうと

思います。つまり、再開発ビルにありますように、互いに区分 をして賃貸なり分譲を所有

するという問題はない。

ただ、この場合は公団がお貸しをして転貸をするというだけですので、民間事業者さん

はスケルトンを借りてそれをまた分譲することはできないですね。あくまでも、両者とも

賃貸住宅ということになると思います。

そういう意味では、本質的に区分所有であるところの問題をクリアするための制度では

ないということです。ただ、１つの建物を－－特に超高層のようなものというのは、典型

例ですが、民間事業者と公団が共同で賃貸住宅事業を行おうとしたときに、この仕組みが

非常に有効であったということが一つですね。

それともう一つは、都心で民間事業者さんがなかなか賃貸住宅供給ができないというの

は、土地を取得をして、それを建設をして、土地代も含めて多くの資金を寝かせるという

ところが非常に難しいわけです。資金を寝かせる一番大変な部分－－土地と建物のスケル

トン部分に関しては、公的な機関である公団が面倒を見ましょうということにしますと、

民間事業者さんはかなり賃貸住宅という分野に参入しやすくなるということがあるようで

した。この仕組みを立ち上げるときにずうっと勉強していたときに、民間事業者さんから

の評判はすごくよかったんですね。その一番大きな理由が、資金が ということと、寝ない

事業を実現する間の開発リスクがないということでした。

まさにそういう意味では、このスケルトンまでは都市の基盤だということで 「都市基、

」 、「 、盤整備公団さんにぴったりですよ と言われて こういうのをどんどんやってもらって

しかも安ければうれしいんですけどね」と言われました。

○足立課長補佐 一言だけ。すると、リスクの分担について、もともといろんなバリエー

ションがあるわけですけれども、新しいリスクの分担のありようについて、ひとつわかり

やすいＳＩというものをひっかけて、ここでリスクを分担しようやという新しいモデルを

つくったということですね。

○大西第６課長 そういうことだと思います。

○足立課長補佐 リスク分担の問題が新しい……

○大西第６課長 事業者の側で言うとリスク分担ということになりますが、結果として実

現する空間、もしくはその種類ということであれば、多様な住宅供給が実現できるという

ことだろうと思います。

○足立課長補佐 なるほど。ありがとうございます。

○林技術課長 今の点に関連してなんですけど、住友不動産さんが喜ばれるということは

大変メリットがあるということなんですが、逆にそのメリットがあるなら、その部分は公

団さんがお貸ししないで、みずから全部45階から56階までされた方が得ではないかという

ことについての話はなかったんでしょうか。

○大西第６課長 公団は今後すべて市場家賃ということになりますので、特に都心で供給

すると公団として高額家賃住戸を極力少なくをすると賃料水準が高くなってしまいます。

、規模の大きい住宅を極力避ける傾向になってしまいます。 ここするためには その結果、

で民間事業者部分まで入れると 900戸近くなるんですが、それを全部75平米以下の住宅で
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つくろうなんていう計画になりがちなんです。それよりは、例えばこういうところでは賃

貸住宅であっても 100平米、 120平米の住宅もまじっていた方が、都市としては健全です

よね。

そういうことを考えますと、役割分担ということから考えて、民間事業者さんにはどう

しても高額になってしまう部分を担当していただこうと。公団としてはもうちょっと下の

部分を担当しようじゃないかということが、一つの大きな目的でもありました。

それを 書くと、制度の目的の「多様な世帯の都心居住推進」ということになりま一言で

した。これが予算要求ペーパーの文言ですね。

○小林室長 例えば、水戸市とかそういうところで、やはり中心地に広い賃貸マンション

が経済的に供給しにくいんで、こういう方法をとるという提案が出てきたら可能でしょう

か。

○大西第６課長 仕組みとしては可能だと思いますが、今のままだと無理です。それはど

うしてかといいますと、公団の賃貸住宅は市場家賃ではあるんですけれども、そこで形成

されている市場家賃というのは、必ずしも土地を買って民間事業者が事業をやって成立し

ている市場家賃じゃないんですね。どちらかというと、既に土地を持っている人が賃貸住

宅を経営して、成立する程度の市場家賃です。

ですから、そういう市場家賃の中で供給するときには、新たに土地を買って賃貸住宅を

経営するのは赤字ですので、そこが赤字にならないような仕組みとするために、国から出

資金とか補給金というお金をもらっているんです。それを今回のスケルトン賃貸部分の、

民間事業者に貸す部分は入れないことになっている。ですから、民間事業者さん－－相当

賃料の高いところじゃないと、なかなかその分はペイできない。－－補給金は入れてない

んですが出資金は入っています。出資金というのはむしろ施設も入っていまして、そこで

、 。土地を確保して基盤整備をするという前提のお金ですので 出資金部分だけ入ってました

、 、 、ただ 安くする補給金は入っていないことになりますので 賃料水準が低いところですと

なかなかそこがペイできるような住居にならないということがあります。

ただ、今後制度を改善をして、そういう立地のところであればこの仕組み自体のメリッ

トを生かして、そういう場合に特別な補給金を用意するとか、国からの別途の補助が前提

であれば、仕組みとしては成り立つと思います。

○小林室長 もう１つ別の質問していい 。今度技術的な細かい質問なんだけど、例ですか

えば10年くらいたって外装が汚れたとしますよね。あるいは、仮にエントランスホールが

あんまりメンテナンス状態がよくなったとしますよね。そこは公団の担当ですよね。

○大西第６課長 民間事業者のエントランスは、すべて民間事業者さんにつくってもらい

ますので、それはインフィルにしてあります。

問題は外装ですね。外装は公団が基本的には全部清掃します。

、 、○小林室長 そうすると 実質家賃が外装等の雰囲気で下がるということが生じた場合に

民間事業者は公団に対して「もっとしっかりリニューアルしろ」と要求することが予想さ

れると思うんですけども、そういう取り決めみたいなのは契約書の中に入っているんです

か。

○大西第６課長 そういう項目は特にありません。

○小林室長 ない。それはそのときに考えるということですよね。
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○大西第６課長 ただ、そういうことによって民間事業者の入りが悪くなる。入りが悪く

なると賃料を下げなきゃならない。とすると、公団もどんと収入が落ち込むことになって

ますので、エンドユーザー賃料連動ですから、今までの昔の公団賃貸住宅とはちょっと性

格が違いますので、恐らく必死にきれいにすると思います。

○小林室長 今の質問の趣旨は、要するにインフィルの価値がスケルトンの管理状態で左

右されることがあるんで、それをどう解決するのかなと思ったわけです。

○大西第６課長 そこを含めて、公団側として積極的に管理をしようという意味合いに

持っていくことも、エンドユーザー賃料連動の中に入っています。

○小林室長 そこに入っているのね。

○小林室長 将来の話として１つ聞きたいのですが、証券化という話が途中で出てきまし

たよね。

○大西第６課長 はい、今回も大分ありました。

○小林室長 それで、例えば住友不動産が内装の建設費－－何億かわからないが、それを

仮に証券で集めるとしますね。そのときに、住友不動産が例えば５年後に倒産したと仮定

すると、その証券は紙切れになっちゃうの。

○大西第６課長 証券化するときには、別のＳＰＣという特別な目的会社をつくりますよ

ね。それは住友不動産とは隔離しますから。

○小林室長 隔離して。

○大西第６課長 はい。住友不動産の経営状態とは無関係な形にしますので。

○小林室長 そうか。そうすると関係ないのか。そのＳＰＣと公団が権利を結ぶことにな

る。

個人的には○大西第６課長 はい。そこで協議しましょうねということになってまして、

証券化は認め なと思っているんですが、住友不動産は全く無関係なＳＰる仕組みにしたい

Ｃになっちゃうと、うちとしてもちょっとつらいんで。

だけれども、ＳＰＣをつくるときには極力そこは切りたいというのが、ＳＰＣの目的で

すよね。ただ、そこのところがどういう形であれば公団としても認められる範囲なのかと

いうのを、具体的に相談をしていただいてから決めましょうということになっている。

ですから、だめとは言ってませんけれども、 。認めるとも言っていません

○小林室長 可能性はあると。

○大西第６課長 はい。具体的な提案をいただいて、それが可能性があるということで双

。 、 、方協議が整ったら認める そのときにはＳＰＣに対する 先ほどの中途解約と同じように

地位の承継を認めるということです。

○足立課長補佐 さっきスキームのところで、まさにスケルトン賃貸をして、それから転

貸をすると。２段階のスキームについて、例えば賃貸借じゃないようないろんな－－例え

ば信託するとか、そういう２段階の中でほかの方法をどこかに組み込むような議論は……

○大西第６課長 してません。

○足立課長補佐 全くそれはないんですか。

○大西第６課長 はい。あえてそんな面倒くさいことはやりませんでした。

○足立課長補佐 なるほどね。
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○大西第６課長 素直に。本当はもっと簡単だと思ったんです。普通、お店ってスケルト

ン貸ししてますよね。全然問題ないと思って気楽に 。その辺のところ検討を始めたんです

をしようということでいろいろ勉強を始めたら 「難しいですよ」と山野目先生にいろい、

ろ言われました。

○足立課長補佐 実は、さっきもぐちゃぐちゃとお聞きをしたのは、きょう拝見して非常

に私もいろいろ勉強させていただいて、思っていたよりも、相当幾つか難しい問題を処理

されてこられているわけですね。

すると、例えば、公団がスケルトンを民間住宅事業者に民事で信託してしまってとかい

う、民事のいろんな方法を使うということも別途スタディーすると、どっちがいいかわか

んないんじゃないかなという－－それはわかりませんが、そういう議論がなかったのかな

とちょっと思ったんですが、それはされてないということですね。

○大西第６課長 はい、してません。あくまでも、通常の公団賃貸住宅の一つとして供給

をしようということで整理をしてましたので。

○足立課長補佐 なるほど。

○林技術課長 通常の場合には、公団は又貸しを認めていないのではないでしょうか。

○大西第６課長 認めてません。

○林技術課長 そこが大きく違うところですね。

○大西第６課長 そうです。ですから、公団の施行規則改正もそれに伴って行いました。

「転貸をする者に貸す」なんていうのは今までなかったものですから。

○三宅座長 大体よろしゅうございますか。

3)サポート・インフィル住宅の法制面からの可能性

○三宅座長 この後、山野目先生の方からサポート・インフィルの法制面からのお話とい

、 、うことで ちょうど今の大西さんのお話と対応する形になるんではないかと思いますので

山野目先生にお願いしてよろしゅうございますでしょうか。

○山野目教授 今の大西さんのお話は大変興味深いお話でしたので、メンバーの皆さん、

まだ議論し足りない部分もあると思いますから、私の方からそんなに長々とお話し申し上

げるつもりはなくて、またその後で私への御質疑も含めて、ともにその話をもう一度それ

らに乗せる形で御議論いただきたいと思います。

資料２が私から差し上げるお話の中心になりますが、その入り口と出口のところで若干

つけ加えて申し上げたいこともあります。

ただいまの大西さんのお話できょうのテーマはほとんど尽きているわけで、私の方から

のお話は、いわばその解題というか、位置づけみたいなものを一層皆さんにわかっていた

だきたいという形のお話を差し上げたいと思います。

そういう観点から申し上げるときに、一番申し上げたいのは、ＳＩ住宅というといろん

なところで課題が山積で、うまくいくためにはいろいろ悩みがあるんだという声をよく聞

かされて、しばしば法律家が悪いからという話になるんですが、今の足立さんの御質問の

中でおっしゃったそのとおりでありまして、いろいろある法律的、技術的な問題をとりあ

えずは乗り越えて動き出しているというお話が、今、大西さんの話であった。それを皆さ
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んごらんいただいた。ここをまず注目していただきたいんです。何かうまくいかないと、

暗い話なんだと言う人がいるんですが－－エレベーターのかごをどっちにするかとか、悩

みはまだ続いているんですよ。だから、悩みが全くなくなったわけではないんですけれど

も、とりあえず現実にあそこに建物を建てつつあって、事業者まで決まっているんだとい

うところに、まず注目していただきたいわけです。

私の方からは資料２に書いてあることは、法律的にかなり細かいことが－－資料である

以上は一応お示しするという趣旨で書いてありますけれども、きょうはその全部を御説明

するつもりはなくて－－また大西さんのような現実に実務をなさる方－－直接今、そのお

立場でない方々に全部隅々までわかっていただく必要はないわけです。

先ほど来、法律のところに来るとどうしてもわからなくなっちゃうというおしかりもい

ただいたんですけども、実務家ないし法律家がどんなことで困っているのかということだ

け、概略わかっていただければよろしいわけです。そういう趣旨で、細かくではなくて、

論点の位置づけという趣旨で、この資料２の４ページの紙をめくりながらお話をさせてい

ただきたいと思います。

中身は大きく２つに分かれておりまして、ＳＩ住宅の私法的論点の考え方の整理という

のが、当時の住宅・都市整備公団に大西さんが毎日残業していた一番盛りの時期に、その

お手伝いということでお渡ししたメモであります。

それから後半の方は、これは同じくＳＩ住宅に取り組んでいる関西の方の特定非営利活

動法人－－先ほどＮＰＯとの連動なんていうお話もちょっとお出しいただいたんですが、

そういうのをやっているところがありますので、そこでのシンポジウムで発言させていた

だいた速記を添えさせていただいております。

前の方のＳＩ住宅の私法的論点の方ですが ［１］基本概念の確認のところで、大西さ、

んの方からお話のあった強い附合と弱い附合というお話を出させていただいております。

附合というと何かややこしいものがあって、これがどうもＳＩ住宅にとっては問題らし

いよということは、ここまでのお話で皆さんおわかりいただいたと思うんですが、何でこ

の附合が邪魔っけなのかということを一言で言えば、民法の定める附合が起こると、附合

したものが１個のものだというふうに法律的には考えられてしまう。１個のものを２人で

所有するということはあり得ません。例えば 「馬１頭の頭のところは僕が持っているけ、

ど、尻尾はあの人が持っている」という状態はないんで、１個のものになると１人のもの

になってしまう。そのことによって、貸し手と借り手が分離して所有することができなく

なるというところが問題なんです。

そういう意味で附合はＳＩ住宅の敵なんですが、ただ敵にも手ごわい敵とそうでない敵

がありまして、一緒になるというんですけども、例えばきょう皆さんの机の上にあるもの

でいいますと、この名札ですね。これは多分１個のものだと考えるわけで、これは１人の

人しか所有できないはずなんですけども、当事者が「これ（中に入っている名札の紙）と

これ（名札のプラスチックケース）は別だよ」という約束をすれば、一応別ということに

できると思うんですね。

こういうふうに物理的に分けられるものについて約束をして、阻止できるやつは弱い附

合であります。今回は大西さんのところでさまざまな工夫をいただいて、この弱い附合が

考えられる場面をきちっと決めて、そこについてそれを阻止するためのいろんな約束をし
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ていただいた。

ところが、コーヒーが載っているときに、コーヒーに入れたミルクがあるときに 「ミ、

」 、 、ルクとコーヒーは別ですよ って当事者が幾ら約束しても これにまぜちゃったミルクは

どう考えたって分離できないわけです。これが強い附合でありまして、わかりやすい例を

挙げて言うとこういうことなんです。

じゃあ、現場に行くと大西さんのところの御努力で、一応仕切りはつけていただいたか

ら今動いているんですけども、しかしやっぱり「ここは詰め切ってません」とおっしゃっ

たようなところがある。

ただそれは、だからＳＩ住宅ができないということになるのではなくて、それはこれか

ら大西さんがあと２回か３回残業して詰めていただければ－－残業するのは大変ですけど

も、残業すれば詰めていただけるテーマの段階に入ってきているということに注目をして

いただきたいわけです。

それから［２］が建物賃貸借の法律関係ですが、これも細かなことは説明しませんが、

１ページから２ページにかけて、一言で言えば、今お話しした弱い附合でとらえられる領

域について、何も約束をしなければ弱い附合であっても弱い附合が生じてしまう。それを

避けるためには契約書の条項にいろんなことを入れて、それを阻止するための予防法学的

な、予防法律技術的な措置をとらなければいけない。それが細かくつらつらそこに書いて

あるわけです。

いろんな条項を入れるといっても、話の場面はＨ街区の場合なんかは転貸借ですから、

どっちの条項に入れるのかということが、細かく技術的に問題になるということでありま

す。細かなお話は省略します。

次の［３］は、建物区分所有というのは、通常の言葉遣いで言えば、普通はマンション

のことだと考えていただければよろしいわけで、それについて附合が問題になるときに、

こういうふうな仕分けができますよということが、そこに書かれてあります。

ただ、今回のＨ街区の場合には、建物区分所有はイコールマンションだと申し上げたん

ですが、今までの伝統的な概念で言うとその説明で間違ってないんですけども、今回のＨ

街区のタワーみたいなビルの上の方のところは、１棟全体が１戸の専有部分というか、マ

ンションの１室と同じ法律的扱いになっているところがありますので、これからこうい

う・ＳＩみたいな特殊な場面に対応していくときには、ちょっと建物区分所有の従来の概

念－－従来使っている概念を当てはめていくんですが、その実地場面での当てはめ方が

ちょっと違ってくるところがあります。ただ、これはテクニカルな問題ですから、必ずそ

れを今御存じおきいただかなければいけないというわけではありません。

それから、２ページから３ページにまたがっての［４］のところのお話なんですけれど

も、Ｈ街区の場合もそうですし、今行われているＳＩ住宅のかなりのケースが－－これは

論理必然的な関係があるわけではありませんが、又貸しの関係を使って行われている。

そうすると、これは転貸借というふうに法律用語で言いますが、転貸借のときに間に入

る人間がいます。つまり、一方では躯体の所有者－－スケルトンの所有者から借りている

立場でありながら、一方ではエンドユーザーに貸している立場の人がいるんですが、間に

入った人がデフォルトする－－倒産するとどうなるかというのは悩ましい問題でありまし

て、よく法学部の試験問題に出るくらい、非常に複雑な問題なんです。
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間に入った者が民間の事業者である限りは、理論的に絶対起こらないということにはな

らない。住友不動産は立派な会社ですけれども、しかし理論的に永久に倒産する可能性が

ないとは言えないわけであります。

そのときに、その間に入った人が倒産したらどうなるのかということについて、大西さ

んの検討のときに、２ページから３ページにかけての、従来の裁判所の判断と関係する法

律の規定を挙げて、若干予測がつかない部分もあるけれども、恐らくこうなるだろうとい

うことをまとめたものであります。

これも中身の細かなところを一つ一つ、皆様全員に厳密におわかりいただく必要はなく

て、そういう悩みがあるんだということを知っていただければよろしいわけです。

このこととの関係で、先ほど足立さんの方から民事信託などを用いることも考えられな

いかというお話をいただいて、非常に興味深いと思うんですが、それについてちょっとコ

メントさせていただきます。今、ＳＩ住宅がほとんど－－Ｈ街区に限らず、常にと言って

いいくらい賃貸借の上に賃貸借を乗せるということが使われていて、信託の上に賃貸借を

させるという方式が使われている例は、少なくともＳＩ住宅との関係では多分ないんでは

ないかと思うんです。

それはできないということではなくて、それはむしろ－－例えば、足立さんは恐らく信

託がお得意だと思うんで、これからはそれを中心市街地の活性化とか、商店街なんかで使

えるかどうかは、むしろ御研究いただきたいと思うんです。

なぜ今まで使えてないかというのは、いろんな理由があると思うんですけども、１つは

公団の場合には賃貸して、またそれを転貸するというのが基本方式だということが、公団

法施行規則に決められていますから、それ以外のスキームがとりにくいというがあると思

うんですが、一般化して言ったときにも、信託の歴史が今まで日本では浅いので、先例が

少ないんです。そうすると、比較的使われている転貸借ですら、ここに判例がないのでよ

くわからないみたいなことが書かれているところがあって、それで大西さんに勇を奮って

やってもらったし、公団の内部は私の名前がひとり歩きして、どこまでクレジットがある

かわからないままでやっているわけですが、信託になるとなおさら先例がないんで、法的

な安定という点から見て、ちょっと実務的に心配だという度合いが高くなるわけです。

だけど、そこが逆に言えば、中小企業庁さんなんかの御研究でいろいろやっていただい

て、問題点はかなり整理できたよということになれば、信託でおやりいただいてもいけな

いということではないわけだと思うんですね。ちょっと早足ですが、そこまでが都市公団

さんにお渡ししたメモのお話です。

後半はＳＩ住宅の民事上の諸課題というテーマで、－－これは大西さんもパネラーとし

て御一緒いただいたんですけども、私が関西のＮＰＯの方で発言したときの速記をお示し

しています。

中身はちょっと長くなりますので、後でお帰りの際にでも読んでいただければと思うん

ですが、ここでの発言で私の方から強調申し上げているのは、１つはＳＩに参加なさる方

の御議論の中に、非常に言葉が混乱しておりまして、大西さんの方からお話あったんです

が、何々権というネーミングをおつけになる方がたくさんいらっしゃるんです。

私どものような専門の方から申し上げると、あんまりうかつにそういうのをやらないで

。 、いただきたい そういうものは登記を扱っている官署なども見ていることがありますから
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あんまりあやふやな言葉遣いをすると、ＳＩ自体は立派な考え方なのに、何か法律をよく

わかんない人たちがやっているんだというイメージを植えつけちゃいますので。

だから、大西さんの報告でも、周到にペーパーにクオーテーションマークが張りつけて

あって、その上に「いわゆる」がついていて、御発言でも「やむなく用いますが」という

－－あれくらいクレジットをつけてやっていただかないと怖くて困る。

ところが、割と理科系の先生方がお書きになる論文を拝見すると、注のところに 「本、

稿において○○権とは何とかを言う」と勝手に定義なさって、そこから延々と御議論が始

まっている。使った方が有益だなと思われるケースもあるんですが、一般的に言う、そう

いうことを御注意くださいというお願いがひとつです。

それからもう１つは、このＳＩの話をすると、しばしばインフィルが不動産の登記の対

象にならない。だから融資もできなくて、だからＳＩというのは現行法ではうまくいかな

いんだということをおっしゃる方がいるんですが、あれは余りそればっかり言っていただ

くのは困るなという感じを私は持っています。

というのは、これもさっき足立さんが大西さんに対してなさった第１の質問と関係ある

んですが、ＳＩというのは一体何のためにやっているんだという問題があるんですね。い

ろいろごちゃごちゃ難しいテクニカルなことを言うけど、ＳＩで一体何を実現したいのと

いうことを考えたときに、別にインフィルを抵当に入れて銀行からがっぽりお金を借りま

しょうということをねらってやっているわけではない。それができればいいというか、そ

れがないと入居しづらいという状況になることはあります。ただ、それは一つの局面なの

であって、銀行からお金を借りる担保を１個ふやしてあげましょうということがねらいで

はないわけです。

そのことをよく見据えて、ＳＩによって実現できた部分を注目して明るく問題を見てほ

しい。銀行の融資の対象にならないとか、登記の対象にならないということばっかりを暗

く言って、だから法律改正があるまではこの領域はだめなんだよという議論の仕方をして

いただくと、そこで話がとまってしまうことになるということを申し上げているわけであ

ります。

足立さんからお尋ねいただいたように、いろいろ難しいことを大西さんと私の方のペー

パーには書いてあるんだけど、ＳＩというのは一体何のためにやるんだと一言で言ってみ

いという話に対して、大西さんからもお答えいただいたところで必要なことが全部出そ

、 、ろっているんで それをなぞるような形で私からもさらに申し上げることになるんですが

供給側とエンドユーザー側と両方からの視点があると思うんです。供給側から見たときに

は、先ほど大西さんがおっしゃったように、とりわけ都心などでの住宅の供給などにおい

て、公と民－－差し当たってきょう御提供いただいたのは公団ですけども、公的な主体と

民間事業者との役割分担、ひいてはリスクの分担ということとの関係で、非常にうまくい

く場面が多い一つのスキームである。もちろん、唯一のスキームではありませんが、一つ

のスキームである。だから、ＳＩ住宅というものをそっちの面から考えられるんだという

のがあって、これは大きいと思います。

きょうの私のこのペーパーが２部に分かれているうちの、前半の公団の方のお話は、も

ちろん常に両面ありますけど、どちらかというと供給側のＳＩ住宅のメリットということ

に関連して、作成させていただいたペーパーであります。
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それに対して一方、借り手の方－－エンドユーザーの方から見たときのＳＩ住宅という

のは、これは大西さんの言葉で言えば、多様な賃貸住宅の供給という言葉だったわけで、

それをなぞるような形で申し上げますが、借り手にとって建物の自由度、フリーに使える

度合いが高くなる住宅の供給というメニューがふえた。持ち家でないと中の内装を勝手に

いじれない。貸し家になると、最初から決められちゃったやり方でしか住めないというこ

とでは、賃貸住宅の方が価値として劣るのではないかという疑惑というか、多分現状があ

るわけですね。それに対して、そうではないものを供給していこう。そのことによって、

住宅の供給のメニューをふやしていって、借り手から見て魅力のあるのものにしていこう

というねらいがあります。

私のペーパーの後半の、関西でやっているＮＰＯのシンポジウムなんかでの議題の力点

は、どちらかというと借り手側から見ての自由度ということでありました。

繰り返しですが、そのことが目的なんであって、自由度が達成されればＳＩ住宅の目的

の半分は達成されている。加えて、それが融資の対象になった方がいい場面はありますけ

れども、しかし譲渡したり融資の対象になるということ自体が自己目的化しないように考

えていこうということが、そのペーパーの後半で申し上げていることであります。

資料２自体に書いたことの御説明は以上でありますけれども、この研究会は林さんの御

努力で設置いただいたものでありますから、これは非常に有意義なものとして進めていた

だきたいと考える見地から、とりわけきょうは大西さんと私の法制面での話というお話を

いただいたことをきっかけとして、ちょっと感じているところをつけ加えさせていただき

たいと思います。

それはきょうのテーマもそうですし、報告書の中にも盛り込まれる予定として 「法制、

面の課題」という言葉遣いが上がっているんですけれども、ちょっと違和感のあるテーマ

の立て方でありまして、皆さん方は何となく「法制面の課題」という言葉を見て納得し

ちゃった方もおられるかもしれませんが、恐らく大西さんも似たようなことを感じておら

れると思うんですが、私あたりから見るととっても違和感のある課題であります 「法制。

面」という言葉遣いも「課題」という言葉遣いも異論があって、法制面というふうに言う

、 、んですが 考えてみれば日本のいろんな制度は全部法律に基づいて動いているんですから

あらゆることが法制面の話なのでありまして、それを一口に法制面と言わないで、２つに

分けて考えてみたいんです。

２つに分けたうちの１つは、民事の法制－－民法とか借地借家法を中心とする民事の法

制の問題。あるいは、建築や都市計画でお使いになる言葉で言えば、建物を単体として見

たときのそこの権利義務関係と言ってもよろしいと思うんですが、それが大きく一方にあ

ると思います。

そっちの領域に関して申し上げると、課題という言葉を使われると、その面ではすごく

抵抗があって、これはまさにさっきから申し上げているように、既に動き出しているわけ

でありまして、どこか法律を改正しないと絶対進まないということではありません。法律

を改正しないと進まないならＨ街区は違法なことをやっていることになるわけですから。

もちろん宿題はたくさんあります。まだ、サポートなのかインフィルなのか、あるいは附

合しちゃうのか、避けられるのかがわからない部分というのは、建物の現場に行ってみる

と 「あなた解決しているというなら、じゃあ、これはどっちなんだ」と言われると、す、
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ごく悩むようなケースはあります。

ただそれは、大西さんが中心になって、必要があれば私どもがお手伝いをさせていただ

いて、詰めていけばよろしいテーマであって、いわばそれは既に職人にゆだねられた領域

になっているのでありまして、別に学術ないしは政治が動かないとにっちもさっちもいか

ないというテーマにはなっていない。

むしろ、こっちの民事の法制との関係で私からお願いしたいことは、動き出しているん

ですから、むしろ各地にある事例を収集していただいて、それをまとめて、加えてＳＩに

ついて理論的にどういう考え方がなされてきたかを添えて、それらを一般に普及していく

というところに、もし中小企業庁さんあたりに予算がおありなのであれば、そういうとこ

ろに使っていただきたいという気がいたします。

中小企業白書というのは隠れたベストセラーだそうですから、ああいうところにＳＩと

かいう－－多分、ＳＩなんていうのはこのテーブルにいる人たちはみんな盛り上がってま

すけども、商店街に言ってＳＩと言ったって、それはＩＴという言葉が普及するのに結構

時間がかかりましたが、あれ以上に多分時間がかかる言葉で、ぜひともそういうところに

書いていただいて、こんなアイデアがあって、難しいところは残っているができないわけ

ではない、ちょっと考えてみてくださいという方に力点を移していただきたいなと思って

ます。それが２つに分けたうちの一方です。

それからもう一方は、建物単体ではなくて、今度は街区の単位で見たときの町並みのリ

ニューアルを支援する、いろんな制度を整備していく。これも制度の整備ですから法律の

整備であって、それは紛れもなく法制面の話でありますが、こちらの方は確かにまだ研究

、 。が進んでいない部分があって それを課題と呼んでいけないということはないと思います

ただ、何が論点なのかはまだよくわかってない部分があると思います。

例えば、ある一つの町並みをとらえたときに、市街地再開発事業を効率的にやる、ある

いは要件を緩和してやるといった文脈で、どれくらい可能性があるのかなんていうのは、

事業面と法制面と両方あわせて検討していかなくちゃならない課題だと思います。

ただ、市街地再開発事業なんかとの関係で言えば、それは多分経済産業省の方のお話で

はなくて 国土交通省の方で市街地再開発事業の要件の緩和に関しては 既に勉強が始まっ、 、

ているわけでありますから 持ち家持ち家に任せておけばよろしいんで 何も重複してこっ、 、

ちでそういう話をする必要はなくて、私の方からむしろ要望を申し上げたいのは、まさに

御省の所管事項である中心市街地の活性化との関係で、このＳＩみたいな発想がどこまで

、 、クロスできるのかというのは 今まであんまり論及されたことのないテーマなんですよね

実は。

だから、そこのところは私もどういうふうに話を進めていったらいいのか見通しがある

わけじゃないんですけども、多分、さっきも大西さんのお答えの中にあったように、商店

街ではスケルトン貸しをやっているじゃないかと－－ああいうところに持っていったとき

に、どういうふうに話が見えてくるのか。これはまさに、中心市街地を御検討なさってい

らっしゃる御省の方の宿題なのかなと思います。

、 、今から２～３年前ですけど 日本商工会議所が全国の商工会議所にアンケートをやって

借家の問題でお店屋さんがどれだけ悩んでいるかという調査をやった－－御所管だから御

存じだと思うんですが、あの中でいろんな悩みが語られていて、それにここの話がどこま
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で絡んできて答えていけるのかみたいな話は、ぜひともここの研究会の成果として－－６

月までというのはすごいスピードだと思うんですが、出てくればＳＩの新しい側面に光を

当てることになるので、すごいなという感じがします。

簡単ですが、私からのスピーチは以上でございます。

○三宅座長 どうもありがとうございます。

かなりいろんな重要な側面を突かれたような感じがいたします。御質問、御意見等々、

少し交わしたいと思います。

○林技術課長 今の商店街のところで見ますと、いろいろなところで、先生がおっしゃっ

たように、相当解決をされているということなのかもしれません。片や、例えば墨田区の

事例でもそうですが、いわゆる木造密集型の商店街がありまして、町の防災という観点か

らみますと、非常に脆弱であることは間違いありません。

そこで再開発という 法があって、そちらで進んでいる部分があります。

ただ、それが非常に早いテンポで進んでいるかというと、そうでもないと思います。そ

こで、何か新しいＳＩというものを木造系の商店街のリニューアルの一つの手法として使

えないかと考えています。

木造密集市街地における合意形成の、何か一つのブレークスルーとして使えないかとい

う考えです。

それから、賃貸の場合での難しさというのは、ここはずっと永遠の課題のような－－家

は買った方が得なのか、借りた方が得なのかという話とまた絡んでくるのかもわかりませ

んけれども、何かある意味での安定性というか、ずっと20年間借りるが、そこのところの

－－一つの形ですと、20年間先に家賃で払ってしまうことがあるのかもわかりません。

そういったことと、またもう１つの点で言うと資産性というか、単なる月決めの賃貸で

借りているというよりも、もう一つ何かそこにメリットがつけ加わるような形がないかと

思います。

もちろん、自由に中が変更できるいうのは大きな自由度だと思うんです。ただ、そこだ

けよりも、もう少し何かあって、かつ中心市街地の商店街の再活性化というか、建物をリ

ニューアルするときの、これが大きな手法なりに活かせることがわかりやすく言えると、

需要の創出につなげられるような話になるのかなと思っております。

○小林室長 つい最近、ある市役所の課長さんから電話をいただいて、地方都市なんです

けど、中心市街地に人を呼び戻したいんだが、現状では狭くて比較的高いんで無理だと。

その市はたまたま少し豊かなんで、スケルトン的なものを中心市街地に建てて－－それを

市がお金を出して建てたい。それで、中の住む権利について、例えば 1,500万なら 1,500

万くらいで売るような仕組みができればいいんだけどという話があったんです。

これはまさにＳＩの研究のものなんだと思うんですけども、そういうことが実現してそ

れが使えればかなり目に見える効果、メリットがあるような気がするんです。その場合、

半公的所有スケルトンということになると思うんですけどね。

○林技術課長 おっしゃった 1,500万ぐらいでとか、月で貸すというだけじゃなくて、あ

る程度－－そこの部分を公的な資金がうまく入って、割合お安くと同時に、安全とか何か

そういうのを絡められないでしょうか。

○小林室長 山野目先生に、私の感触と同じかどうか伺いたいんですけど、スケルトンの
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所有者が公団とか公社とか国とか市という公的主体の場合は、ほとんどのＳＩに絡む課題

は、法律の契約の条文とかをかなり工夫すれば、大体対処できるような印象があるんです

よ。だけれども、スケルトンの所有者が倒産する可能性があるような民間の場合は、今度

入居者から見て自分が住んでいる権利を確保したいというか、保証したいという気持ちが

あると思うんで、そのためにはなかなか今の契約書を工夫しても結構難しいなという感じ

があるんですが、そういう印象って合ってますか。

○山野目教授 合っていると思いますね。ＳＩの場合にはスケルトン所有者－－もともの

原賃貸人ですよね－原賃貸人との法律関係もそうですし、それから個別の段階の賃貸借契

約の中でも、通常の賃貸借契約を予想してないかなり細かな条項を入れるんですね－－

さっきの大西さんのお話でも明らかなように。

ああいう細かな条項を入れてうまくいっているんですが、それが非常に安定的に安心感

を持って見てられるのは、とどのつまりは公団というのはつぶれなくてずうっとあるとい

。 、うところがひとつ大きいですよね 公団がそこのスケルトンをだれかに売り渡しちゃって

当事者が交代するようなこともないという社会的信頼がある。

、 、ところがそれがつぶれるとか それがどこか撤退しちゃって別な人が入ってきたときに

細かく決めた条項が引き継がれないということになると、非常に全体のスキームがぐらぐ

らしてきますよね。どこまで引き継ぐものとして法律的に考えられるかというのは、かな

り細かく詰めてみないと、完全に絶望的だとは言えないんですけれども、普通のノーマル

な今までの伝統的な賃貸借に比べると、ちょっと考えなければいけないテーマがあるのは

確かです。

○小林室長 例えば入居する人が、仮に20年の借家権の家賃を一括払いして 1,000万払っ

たとしてもいいんですけど、そうするとその 1,000万というのは、多分スケルトン所有者

がもし倒産したらぱぁになっちゃいますよね、今の状況では。どこにも自分の権利は公示

されないんですかね。登記簿には載るんでしたっけ－－賃借権を登記すれば載るという話

がありましたね、そういえば。

○山野目教授 ＳＩに関する条項は登記簿には載ってないです。

○小林室長 載ってないですよね。

○山野目教授 今の小林先生のお話を受けとめて言えば、１つは公団とか、あるいは地方

公共団体とか住宅供給公社とかがスケルトン所有者になっているケースこそ、まさにＳＩ

の出番ではないでしょうか。先ほど大西さんが強調した、公民役割分担にかなり適合的な

ものなんだということです。そこに特化とまで言うと言い過ぎかもしれませんが、そこに

重点を置いて考えようじゃないかというのが一つのいき方です。

もう１つは、やっぱりスケルトン所有者が民間である場合も含めて考えようということ

になると今の問題が起きますから、そうするとそれを仮に中心市街地かなんかでやってい

くときには、今の小林先生の例でいうと、 1,000万入れたまま戻ってこないリスクを保証

してやる機関を間に挟んでやるということは考えられると思うんですね。ただ、保証する

機関のファンドを、どういう制度趣旨に基づいてどこが出すかということになると、それ

は住宅供給のためにやるのか。そうすると、国土交通省の予算でやるのか、それとも中心

市街地活性化のことを課題にしてやるのか。それで中小企業庁の方の音頭取りでやるのか

ということは、政策課題ごとに詰めていって進めることになるでしょうね。
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○小林室長 なるほど。

昔、大西さんに言われて「そうか」と思ったことがあって、土地信託というので、たし

か20年だったですかね。信託銀行が地主から形としては土地を借りて、それで建物は20年

間だけ信託銀行のものにして経営して、20年後に返すという仕組みが昔あったけども、そ

れは本当はその当時は普通借地権しかなかったんで、信託会社が悪い人だと21年目以降も

契約を更新することになるんじゃないかという話があって、それは信託銀行の信用がある

んで成り立っていた制度だというのがある。

その後、定期借地権ができて、そのときに建物譲渡特約付借地権というのができて、そ

れはまさに信託そのものを法律的に明確にしたような内容だったんです。一たん法律で明

、 、 、確になると 今度は信託銀行という信用力があるところじゃなくても 個人でも使えるし

普通の民間でも使えるということがある。

そうすると、今回のＳＩも非常に似ているのかなと思っていて、最初は公的にスケルト

ンを持つところが契約書を工夫して とにかく実現していって もしかして20年くらいたっ、 、

たらそれにぴったりのそういう法律ができて、そうすると劣悪な民間会社でもできるよう

になるとか。そういうことを考えられますかね。そういう印象があるんですけど。

○山野目教授 それはなくはないですよね。

ただ、そのおそれがあるから、今は何か研究するのをやめましょうということには多分

ならないんで。

○小林室長 ただ、そういう意味では公的なスケルトンを持つところがどんどん実現して

いくと、実績を積み重ねていくのが第一かなという感じを持ってますよね－－それが先行

していくのが。

、 、○足立課長補佐 官民の役割分担を非常に興味深く拝聴したんですが おっしゃるとおり

今国土交通省さんもそうだと思いますけれども、官のいろんな政策課題の対応の仕方につ

いては、行政ツールは非常に限られていまして、我々が政策対処に介入をしたいと思った

ときに、できる手法って補助金を配るとか、税制とか、中小企業総合事業団なんかは長期

の無利子融資とか、あと出資とか、幾つかメニューがあるんですが、大体そういうもので

やります。あとは最近の中小商業は相当苦しんでますから、現場からどういう声が出てく

るかというと 「もう官で全部やってください」という要望が出てくるんですね。駐車場、

とか、新しい共同店舗を「全部事業団でつくってください」というような、極端な－－ほ

とんど話にならないような話があるわけです。

そういう意味では、きょう伺った話で、いわゆる官がどこまで出ていくかというところ

について、一つの新しいメルクマールみたいなものが、技術的なものを背景としたものが

あり得るということで、非常におもしろいと思いましたし、さっきの商店街のスケルトン

貸しというのもありますので、またいろいろ考えていきたいなと思います。この研究会で

どこまで議論できるかわかりませんが。

それから、さっき信託の話にちょっと言及していただいたんで、せっかくなんで若干今

のあれを申し上げると、現場で民事信託を使ってプロジェクトをやりたいという商業者と

か地権者とか、現場の動きが結構最近あります－－いろんなコンサル等が仕掛けていると

いうこともあるかもしれませんけども。

ところが、今法制上は民事でやるか、あるいは経営法という－－要は信託銀行がやるか
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しかないんですね。その間に、実は信託会社に免許を与える信託業法というのがあります

けれども、これは今事実上参入の基準とか行為規制とか何も決めてないんで、例えばある

ベンチャー企業が金融庁に行って 「信託業法に基づく免許をください」と申請しても、、

免許を出しようがないのが現状－－法律はあるのに動いてないという、非常に変な状況に

今あります。

この３月に閣議決定をしました規制改革推進３カ年計画で、ある勢力がそこに入れ込ま

せたんだと思いますけど 「信託業法をちゃんと動かせ」と 「金融庁に対して早く規定、 。

を整備せよ」ということがあって、13年度から検討が始まることが閣議決定されてます。

さっき山野目先生がおっしゃったことで言えば、やっとそこの整備が始まって、銀行以外

のプレイヤーがやっと入ってこれるようになってくる。

一方現場には、民事の動きは既に幾つかありますので、そこをちょっと勉強していくと

これともまたシンクロしてきて、非常におもしろい議論があり得るのかなと思っておりま

す。

○山野目教授 足立さんお話の前半の方の 全部官でやってくれ ということになっちゃ、「 」

うというお話に関して言えば、そのとおりの部分があって、それはきょう大西さんから御

紹介いただいたのは、都心のあれだけ立派なところなんで、公団がスケルトン所有者で、

住友不動産が間に入って豪華メンバーですよね。

それと同じパターンが地方の商店街にいって、同じ柳の下のドジョウでいけるかという

と、かなり怪しいわけです。つまり、地方の自治体が土地を持っていて 「どこか借り手、

が間に入ってくれませんか」といっても、貸す方にだって公団の大西さんに当たるような

人が地方にいるか－－マンパワーがあるか。そこに入ってきてやる事業者がいるか。みん

などこかでやってくれということになっちゃうかもしれない。だけど、そこはまさに商店

街の活性化を担う御庁の方で御検討いただくことで、そこに課題があると見いだすことが

できます。大西さんのきょうのお話は自己完結していましたが、あれをそっちに応用して

いくときの困難の整理ということになるんでしょうか。

後半のお話との関係で言えば、信託業法の活性化も悪くはないと思うんですけど、やっ

ぱり民事信託をもう少し使えるようにしていくというのが本筋ではありませんか。

○足立課長補佐 私もそう思います。

○山野目教授 ２つあるうちどっちも進めるべきだと思うんですが、民事信託をもう一回

リフレッシュしましょうという方を、かなり見たいなという気がするんですよね。

私も千代田区で、町づくりのために民事信託をやっているところを１つ知っているんで

す。かなり話が進んでいるんです。

ただ、民事信託って先例がほとんどなくて－－そこも何が悪いかというと、私が責任逃

れするわけじゃないですが、民法学者が悪いんじゃなくて、民法があんまりいじれるとこ

ろがないんですね。税制とかあっちの面で、信託銀行がやってきたところについての従来

の信託に関する通達が、そのまま民事信託にも応用できるのかどうかというのは、１項ご

とに悩みの種になって、税務署に持っていくと税務署もわかんないから 「いや、そう言、

われても、なるべく手がたく」みたいなことをお役人だから言われちゃう。

そういうのを御庁あたりが、むしろきちっと省庁間協議かなんかでやっていただけると

よい。個別の民間の人が税務署に行かなくちゃいけない状況あたりを応援していただきた
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いなと希望するんです。

○足立課長補佐 ちょっと話それちゃいますけど、そこはまさにやりたいなと思っていま

す （笑声）土地信託通達というのが国税庁が出してますよね。それが信託銀行にある種。

の限ってまして、そこが大きな課題なんだと思っています。現場で困ってらっしゃる方は

たくさんいらっしゃるんですよね。

○山野目教授 そうなんですよ。それを一々「これは税金いけますよね」と僕も聞かれた

りするんだけど 「いや、僕は税務署じゃないからいけるとは思うが知らない。協議をし、

てください」と言うんだけど、やっぱりそこを出先でやるのは大変なんですよね。そうい

うこと一つ一つが重なってくると、地方の商店街なんかでやろうとするとちょっと大変だ

という話。

今のは足立さんとも意見が一致しましたから、一致したという結論を盾にすればいいの

かもしれませんけど。

○足立課長補佐 あと１点だけ、山野目先生の方から民事の話と街区レベルのリニューア

ルの話を分けて法制面の議論を整理していただいているわけで、前者についてはおっしゃ

るとおりだと思います。

後者については、確かに国土交通省さんのお仕事なわけですけれども、一方で街区レベ

ルのリニューアルをどうしていくかと考えたときに、事業系の都市再開発法とか区画整理

法とか、あるいは都市計画法という、国土交通省さんの事業系の制度は相当立派な制度で

すので、そう簡単にこちょこちょ動かせないようで、国土交通省さんも相当御苦労をされ

ておられる感じを受けてます。

もう一方で、街区レベルのリニューアルを進めていくときのポイントだと思ってますの

は、主体づくりなんですね。主体－－プレーヤーづくりですね。１つのマーケットの中で

－－例えば、中心市街地活性化法でＴＭＯというのを概念的にはつくって、タウンマネジ

メントをやりましょうということになったんですが、実はやる人がいないというわけです

ね。タウンマネジメントという、町をマネジメントする主体が日本にはいない。

そういう概念を中小企業庁とか、大店法をつぶすときにつくったわけですけども、じゃ

あどうなっているかというと、ほとんど商工会議所が受けていたり、商工会が受けていた

りとか、あとは株式会社をつくったりします。要は、ないんでどこかごめんなさい、受け

てくださいという世界が多いわけです。

今、大事なのは、例えば町づくり会社みたいなものが、今でも中小業立法の中にありま

すけれども、それがもうちょっとバージョンアップしていって、まさにいろいろ御議論あ

るようなものの受け皿みたいなものに、主体として－－もしくはそれがさっきおっしゃっ

た制度の整備として何かしていければ－－ちょっとしゃべり過ぎかもしれませんが、そう

いう方向の制度整備が、考え方としてはあり得るのかなと感じております。感想まで。

○山野目教授 私が申し上げたのは、ちょっと誤解があったかもしれませんが、別に国土

交通省の方で市街地再開発事業の再検討をやっているから、この省庁改革の御時世に、ほ

かの役所のことだから口出しするなという言い方の話ではないです。

そういう趣旨で申し上げたんではなくて、そこはそこで専門的に研究していることなの

で、こっちはむしろ中心市街地活性化法というのは、見方によるとスーパー都市計画法的

な側面を持っているわけなんで、そのお得意のツールを生かして、今おっしゃったような
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法律が予定しているいろんな制度で立派なのがあるんですが、必ずしも動いてない部分が

ありますよね。それを動かしていく中で、このＳＩ住宅とか２段階供給を入れるののヒン

トが、この研究会から出てくるといいなという趣旨で申し上げました。

○林技術課長 先ほどの貸す方に絡むんですけども、小林さんの方からもお話が出て、例

えば 1,500万ぐらいで20年間借りれないかとか、一般の感じからしますと、絶えず貸す方

からすると、それだけ投資して賃料が下がっていったら心配だとか、逆に言えば 1,500万

もらって、そこで全部お金の方が済めばやる方の主体も非常に気が楽であるというか、借

金をディベロッパーも抱えなくていいとか。

そういうところの感覚で言いますと、例えば20年間を前家賃で払うというのは可能なん

ですね。

○山野目教授 それはもちろん契約できますから可能ですが、ただ、それは担保権者とか

第三者との関係でどこまで言えるかはちょっと難しい。やや、細かな話をすると議論があ

ります。

ただ、林課長さんが御心配になっておられるのは、前払いとかというテクニカルな問題

以上に、例えば商店街であれば使う商店が安定的に使えるし、貸す方も逆に言えば、収益

性がある仕方で安心して貸せるようになっていることが必要だという御趣旨ですよね、ね

らいどころは。

○林技術課長 だれが主体にするにしても、例えばお金をかけてやったけど、空き店舗に

なってしまってというのは不安です。そこである程度公が入った形で安心と安定的システ

ムはつくれないものでしょうか。公が関与した定期借地権のマンションに似たものが考え

られないでしょうか。

○山野目教授 単に又貸しだけではなくてというよりも、又貸しの仕組みが割と安定的に

運用できるように整えた上で、そこにＳＩをかませるという－－恐らく順番はそっちで、

ＳＩを使いましょうというのが先にあっても、それ自体はそんなに商店街との関係では魅

力的な話にならないような気がするんです。

、 、転貸借の仕組みで 間に入るのがしっかりしたところが入れる制度設計をつくり上げて

商店街で空き屋になっているところは、大家さんは安心して貸したいんだけれども、直接

貸すのが心配なんでだれかに間に入ってほしい。借りる方も、直接いろいろやってもうま

くいかないんでということってよくありますよね。

私の知っている事例でも、商工会議所が間に入って転貸になっているケースがありまし

たけど、あれは本当はちょっとおかしい。商工会議所法の目的規定から言うと、そういう

、 、ことができるのかというのはやや疑問があるわけで そういうところを整えてあげる中で

、 、自由にお店の中を使いたいならさらにＳＩとか いろんなスキームがつけ加わっていくし

それからここで検討するいろんな保証だとか融資の制度も加わっていきますとなると、一

つの活性化のモデルができ上がっていくと思います。

○林技術課長 端的に言いますと、事業主体としてかけたお金が、ある程度そこの中で余

り引きずらない形で戻ってくれば建てやすいと思います。ずっと将来賃料でそれを賄って

といった場合に、入ってくれなかった場合どうだろうとか、いろいろそういう話が重なる

と、それこそ面倒くさいからやめておきましょうということになるので、できれば事業主

体としてもあんまり先に引きずらない形で、かつ、そこが区分所有のような形になると値
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段が高くなりますから、もう少し安い形でできるようなことが考えられないでしょうか。

－－現在は動いていないんで少し新しいところを入れて、何かそこのところのすき間を埋

めるような－－別の言葉で言うとリスクの分担を掲げるということなのかもわかりませ

ん。

○山野目教授 おっしゃられたことには全く異論はなくてそのとおりだと思うんですが、

後はそれの具体的なモデルを詰めていく中で、何かここを一押ししてここを一押しすると

全体のスキームがうまくいくという形になると思いますので、それを論点整理していくこ

とだと思うんです。

申し上げたことの繰り返しですが、私の予測では、民法とか借地借家法に欠陥があって

うまくいってないんではなくて－－それは見直すべきところはあるかもしれませんが、

どっちかというと保証だとか融資だとか税制というところの論点を洗い出していくことが

重要かなという気がします。

○三宅座長 時間が大分迫ってきましたけれども、関谷さんのやつがありますね。

○関谷講師 これ、やった方がよろしいですか。

○三宅座長 どうしましょうかね。

○関谷講師 別の機会に。

○三宅座長 合意形成の話を次々回に予定してますね。多分、ちょっと時間がかかるかも

、 、しれませんので きょうは申しわけないんですけど－－せっかく用意までしていただいて

そのときにやるといたします。

きょうの議論－－ＳＩは山野目先生がおっしゃられたように、なぜＳＩかというところ

を基本的に問うということと、それから具体的な事例をあちらこちらで探してみるという

御指摘がありまして、中心市街地の問題と特に絡めてこの問題を今後扱うことができれば

と思っております。

○足立課長補佐 最後に１つだけ。今、山野目先生おっしゃっていただいたように、税の

問題とか、いろいろそういうことが非常に私も大事だと思うんですが、そういう意味では

大西さんのところで本件をここまで進めてこられた中で、山野目先生がおっしゃった意味

での制度上の、こういう法律面での詰め以外のところで、例えば信託をやろうと思ったら

税がつかないとか、大変大きなハードルが実はあるんですね。そういう意味での税制上の

問題とかなんかにぶつかられたとか、そういうことは基本的にはない。

○大西第６課長 今のところないです。民間業者さんがエンドユーザーに貸すときに、恐

らくいろいろなニーズが出てくると思いますので、そのときにクリアしていかないと。

○林技術課長 別のお話の視点で言いますと、例えば墨田区さんのところで「こういうの

をやってください」と都市公団さんが言われたときに、どういうところが逆に言うとネッ

クになる。例えば、ここに出てます京島なら京島に「同じようなことをやってください」

と言われたときに、何がネックになるのかということなのかもわからないんですけど。

○大西第６課長 超高層住宅を横に寝かせて面的整備としてやりなさいと。その一部分を

スケルトン賃貸方式でというふうに言われれば、仕組みとしてはできると思います。

ただ、非常に現実的な問題として、賃料水準の高いところでないとペイしないという仕

組みに今のところなってますので、今すぐと言われるとつらいと思います。

○小川推進課長 その辺私、公団さんにお聞きしたかったんですが、２例あると。第１、
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第２の事例が都心の一等地であるというところが、それで公用セキということで、すべて

民間事業者に対するハイリターンが望めるというところで今動いているわけですね。

○大西第６課長 とりあえずはそうです。

○小川推進課長 ですから今、ここで話題になっているのは地方の中心市街地、それと私

どもの区のような密集市街地において、画地が非常に小さい。それから、いろいろと用途

容積の関係から許容容積が小さい。そういう中で、経済性をどこまで追求できるかという

ところが問題かなと私は思っています。

○大西第６課長 ちょっと誤解を受けたかもしれませんのでつけ加えますけど、今回の公

団の仕組みがそうなっているというだけで、それはこのシステムとしての問題点ではない

んですね。ですから、それはまた別な公団の内部事情ですから、それはむしろ捨象してい

ただいた方がいいと思います。

例えば、中心市街地の活性化でもいいんですけども、ある程度密集のところを整備をす

、 、 、るというときに 今の仕組みを超高層を横に寝かせて面的に広げて その躯体に対しては

密集市街地の活性化のための補助金を躯体に入れますというふうにすれば実現できるわけ

ですね。だから、それはいろんな可能性はもちろんあります。そういう意味では、そこは

また今回の議論からは余り気にしない方がいいと思います。

○林技術課長 どっちかのイメージというのは、今、大西さんが言われたようなイメージ

があるんですね－－何かそういうのができないかと。

○大西第６課長 例えば。

○林技術課長 例えば、地方のところまではなかなか難しいかもしれない。とりあえず都

心のところのお話とか、地方でも県庁所在地の繁華街のところとか、そのぐらいのところ

でうまくできないかと。

○大西第６課長 そういうところでは、逆に土地代が安いもんですから－－今回のところ

は銀座の真横ですので土地代自体が高いですからね。

そういうようなこともあって、都心であれば相当賃料の高いところでないとなかなかペ

イしないという別な要因はありますので、それはその地域の地代と工事費との関係とか、

いろいろなことの中で経済的な接点を見出していけばいいのであって、ペイするペイしな

いというのは、このプロジェクトに関しての話で言っただけですから、仕組みに関しては

気にしない方がいいと思います。

○佐々木生産課長（代理・小川） ＳＩを使った方が、使わないときに比べて賃料設定が

安くできたとか、そういう一対一対応ではないんですか。

○大西第６課長 それはありません。

○佐々木生産課長 代理・小川 ないですか それは 逆に補給金が使えなくなっちゃっ（ ） 。 、

たから高くなっちゃっているのも……

○大西第６課長 今回の民間事業者に関しては高くなっていると思う。それから、今のと

ころハードとしてのＳＩにするということは工事費がどうしても上がりますので、当初の

供給時点ではフルに働くと思います。

ただ、民間、公団も含めてですけれども、こういうディベロップメントがやる事業者に

とってみれば、恐らく商品価値を将来に向けて保つという意味では、ＳＩという仕組みは

今後必須だろうと思います。
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○小川企画専門官 空間の可変性なんか。

○大西第６課長 そうですね。それは圧倒的ですね。

○小川企画専門官 躯体の長寿命化によって、コストをドラスティックに下げられるとい

うところまでいかないんですか、ＳＩは。

○大西第６課長 いきません。生産課に向かって言っていいのかな－－今のところはいっ

てません。

○林技術課長 例えば 100年もてば、どうですか。

○大西第６課長 もちろんそうなんですが、大部分は金利なんですよ－－当初のコストで

はなくて。延ばすということは、それだけ金利負担をするということなんです。トータル

の中の経営採算のかなりの比重は金利が占めるんです。ですから、70年を 100年償却にし

たからといってどれくらい下がるかといったら微々たるものです。

○小林室長 そこで新しい仕組みが必要だっていう話があって、例えば 3,000万かかる住

宅があったとしますよね。それの30年あるいは20年でもいいんですけど、それだけ利用す

る権利を 1,500万円とするでしょう。残り 1,500万円だけを20年間寝かせておくというこ

とになりますよね。21年目には次の人がそのときの中古の値段で買うわけだから、そうす

るとそこでペイするかもしれないし、逆にリスクがあって損するかもしれないけど、その

部分だけを公的にもし保証するという仕組みがあれば、建物が長もちするということが直

接価格低減にはね返るという仕組みになる。

○大西第６課長 それはあります。それとお金の入れ方として、当初の出資金みたいな形

で入れちゃうと、物すごくきくんです。有償期間が長いというのは。

○小林室長 そうだね、金利がかからないからね。

○大西第６課長 ですから、お金の入れ方－－ただ、今、出資金は建物に入れるというの

は－－本来資本ですから、それを償却資産に入れるということの問題点とかいろんなのが

ありますので、それはいろいろ今後の工夫のポイントかなと思ってます 「スケルトンは。

償却資産じゃない」というふうに言う方法もあるんですけど。

○足立課長補佐 それから、先ほどのＳＩの議論でスケルトンの 100年とか云々という議

論がありますが、私ども技術的なことはよくわかんないんですけども、当然新しいもので

すから－－ 100年たってないわけですから、わかんないんですよね。だから、よく70年論

とか 100年論とか何年論ってあるんですけど、それは何か意味があるんですか。

○大西第６課長 私が答えるより先生が答えた方がいいのかもしれないんですけど、少な

のくとも今までの公団の集合住宅で言うと長もちしなかったのは、躯体というよりは設備

が大きいんですよ。それを分離をするということだけで、恐らく設備更新に関して老朽化

は自由にできるということと、社会のニーズが変わったときに、それに対応した空間の構

成のし直しが自由になるわけですね。その２つの面で、あとはコンクリートの物理的な耐

用年数ということだろうと思います。

○足立課長補佐 なるほどね。

○林技術課長 ちなみにそこのところは、鉄でやるべきだといってたらＮＫＫさんいらっ

しゃいますけど 「あのエッフェル塔を見てください」ということなんです。、

コンクリートは、はっきり言って 100年以上もつかというと、若干疑問なしとはしない

と思います。
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○大西第６課長 コンクリート屋さんはもつと言ってますけど。

○林技術課長 私もコンクリート屋さんに友達がいるんですけど 「 200年はどうだ」と、

言うと「うーん」と、そこでぎりぎりうまいところで 100年と言っているというんですけ

ど、そこは鉄だったらペンキを塗っていればもつでしょうというのがあって、そういう意

味では石の建物も－－パリでもどこでも 200年、 300年もっているわけです。

それから芦屋浜では、建てた新日鉄さんと竹中さんは何となく切れたことに対して、大

変残念な気持ちがあるようですが、私は反対に、切れているのがいいんだと思います。あ

れで切れなかったらオーバースペックでむだ使いだったことになります。そして 「切れ、

たことによってけがをした人がいますか、直すのにどれだけのお金がかかったんですか」

と伺いますと、けがをした人がだれもいなければ、直すお金も大したことがない。かつ切

れたということで、オーバースペックでないということも証明された。これはまさに、設

計の最適化の勝利であると思っております。加えてあそこは川が何メートルかずれたぐら

いの物すごいところで、でもそれでも大丈夫だったというのは、非常に大きな意味と思い

ます。

4)今後の検討の進め方について

○三宅座長 大体時間になってまいりましたので、事務局の方から今後の進め方を幾つか

お話しをいただいて。

○林技術課長 いずれにしても、先ほどの先生のお話で、６月までにというのは少し乱暴

だというのもあるんですけど、別に結論を得るというよりも、なるべくいいアイデアを広

く普及するということでございます。

いろいろ中心市街地の問題を考えるときに、今までのツールだけというか、そういうの

を前提としただけですとなかなか解が出ない。例えばコジェネなりが普及したとか、熱供

給配管でといったときにこういう仕組みの方がいいとか、それが環境に優しくて、また将

来への投資という形を考えてもむだにならないとか、いろんな全体パッケージで、どこま

で組み合わせを変えられるかということもあります。

そういう意味でも、余りふわふわした議論でもいけないのですけれども、なるべくアイ

デアとしてこういうアイデアがあるということで御提言できればと考えています。

当面５月に２回ぐらい、６月に１回ぐらいということで進めさせていただければという

ことで、次回はきょうの御議論を引き続き行うとともに、建物の方のお話を竹中さんとＮ

ＫＫさんからお願いしたいと思います。

それから、特に小川さんもお話しがあった、お金が安くなるかどうかということです。

そこも単に償却の問題なのかもしれませんが、30年、40年で建て替えるのと、 100年、 2

00年もつとすると、コストは同じだろうか、うまくやり方を考えると、別の視点がとれな

いかということ。その辺、採算性の問題とも絡むのかもわかりませんけども、技術的なお

話とともに、コストも入れた採算という観点で、ＳＩがどのようなものかをお話をいただ

けたらと思っております。

その次に３回目は、実際に住民の方の－－そういうことを踏まえた場合に、どういう形

での合意形成をしていくか。特に、今ＩＴを使ったりＣＧを使ったりして、なるべくわか
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りやすい形で説明されると随分違うと思うんです。紙だけで書いて商店街の方に御納得い

ただくというよりも－－これは現に小川課長のところでも、実際のケーススタディーがご

ざいますので、そういうのを踏まえてということで、それを第３回にと思っております。

○石橋住宅本部長 きょうのお話を聞いてまして、ハード面の話はさらっとやって、逆に

御存じの方も多いみたいなんですけども、この時期であればＪＡＰＩＣで今、大田区の話

の木造密集市街地も含めたところが 「こうなるといいね」というのを検討してまして、、

それは今言ったいろんな意味ではまだ詰めが全然できてないところなんですが、なんかそ

んなことをネタの一つに紹介させていただけると参考にはなるのかなと。あんまり時間を

かけてもあれなんで、それとハードの話と、できればさらっとやらさせていただいていい

かなと思っているんです。

ハードの話はあんまりないですよね、近角さん－－なーんて。ハードの話は、多分先般

ハウスジャパンの３月６日のまとめのときに、実はハードの技術の整理も含めて、 100年

、 、の期間の中で 要はコスト的にはこれぐらい圧縮できるという一つ方向性も出てますので

もしあれでしたらあれの御紹介をすれば、基本的に言えばできてるんじゃないかなという

気がちょっとするんです。ハードの話と長期のコストの話。

○近角代表取締役 土地の権利と－－つまり建物の権利ということだけど、それの転換の

、 、話というか その辺は特に理想的な話としてフィジカルに組み立てているだけなんですが

例えば立体換地みたいな話が成立するのかしないのかということ－－前々から関心がある

んですが、割と相当先の話なのか、それとももう少しさっきのような仕組み－－例えば区

画整理と再開発事業が で進むような仕組みが何か－－今、ば？（一連の流れの中で？）

しゃっと切られちゃってますからあれですが、そこがつながるような仕組みがあれば、も

う少しスムーズなスキームが立てられるのかなというあたりが一番興味があるところなん

ですが、そういう話題というのは……。私自身は提供者になれないんですけど。

○石橋住宅本部長 今、この中でそういうことも想定してまして、じゃあ、どうしたらい

いかという答えはないんですけど、そういうことをしないと進まないよということだけを

言おうかなと。ここに皆さんお見えなんで、逆にアイデアとしてこういうことがあるのか

なと。何となくいけるんだろうなと思っているけど、細かい詰めは何もしてないとか。む

しろ、御相談がてら、俎上に乗せさせていただければありがたいなと。

○山野目教授 都市再開発と区画整理を分断しているのを何とかみたいな話は、事例を紹

介していただく一方で、国土交通省の担当の方とディスカッションするような場があるの

が一番いいですよね。そうでないと、悩んでだれがいいなという話を聞いて終わりになる

から。たしか国土交通省は、再開発と区画整理の部局が一緒になったんですよね。

○佐々木生産課長（代理・小川） 課としては一緒です。

○山野目教授 課としてはね。課として一緒になったら制度が一緒になるとは限らないん

ですが、そういうところのスペシャリストの人と－－だからその人に何とかしてくれとい

う陳情みたいな話をするんではないけども、意見交換というか、お互いの考えているとこ

ろを交わし合うみたいなことがあると有意義ですね。

○林技術課長 どうでしょうか。

○佐々木生産課長（代理・小川） そうですね。細かい話で言うと住宅局の中にも再開発

部局がありますので、市街地整備がわかっている人間に参加してもらうという相談はでき
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ると思いますし、区画整理まで含めるとすれば他局にお願いみたいになっちゃうんですけ

ど、それはやりようだと思います。

○林技術課長 御無理と御負担のない範囲内で－－せっかく皆様は、そういう意味では御

専門の詳しい方々なんで、そういうことで専門の国土交通省の方にも来ていただけると、

また話がより建設的になると思います。

○佐々木生産課長（代理・小川） 具体的にどういうネタで、どこまで－－本当に区画整

理の中身まで細かく突っ込んでいくとすると、担当課の人間じゃないとわかんなくなっ

ちゃうんですが、いわゆる住宅市街地整備みたいな論点であれば、また住宅局内に人間が

おりますので、どういうネタでどこまで議論するかを明確にしていただければ、つなぐこ

とはできると思います。

○石橋住宅本部長 感触としては一度聞いていただいて、であればここのところは次回に

こんなふうに詰めようとか、そういうレベルでいいように思いますね。

○林技術課長 ・そうですか 次回に聞いていただいて そこでまたそういうことの問題・。 、

－－例えばここがよくわからないとか、この辺なんかならないかということをベースにし

て、それをまたベースにして次回議論するようににいたしますか。

○佐々木生産課長（代理・小川） それでよろしければ。

○石橋住宅本部長 だから、今の次世代型フォーラムでまとめた、あれ自身もまだそうい

う問題は解決されてないわけですから、その辺２つ並べて、土地の現状からどう転換した

いかというときに、どんな形があり得るかは考え得るけれども、そこに至るプロセスが相

当いろいろありそうだなというところで終わっているんですよね。だから、その辺のとこ

ろでちょっとアドバイスいただきながら、必要であれば我々もまたもう少し作業してみて

もいいと思っているんです。まだ、そういう雑駁な状態なんで－－と思います。

○佐々木生産課長（代理・小川） じゃあ、お話を聞かせていただいた上でまた、どうい

うふうにつなぐか御相談をさせていただくということで。

○加藤技術企画部 済みません。私、話がよく見えてないんですが、この間うちのイトウ

が、次世代街区フォーラムで構造とかいろいろ提案させていただいたのを発表させていた

だいたんですけども、あれよりもさらに低コスト化とか、そういうのが図れるような技術

的なアイデアがあればというような見地と考えてよろしいですか。

○林技術課長 ２次的なという－－まさにコスト的にどういうイメージになるのかという

ことで、本部長おっしゃったような形での話なのかもわかりません。というのは、技術で

どうというよりも、大体こういう技術を使うことによって、どのぐらいコストの低減が図

られるか－－それは既にハウスジャパンの方でされているということであれば、それを活

用すればよいと思います。

一番の関心事は、30年なり50年で今まで全部建て替えをしていたものを100年になり 20

0年に伸ばしたときにコスト的にはどういう試算が成り立つのかというところで、その話

というのはいわゆる会計の処理の話になるのかもしれませんけど、どういう処理をすれば

どういう形で、いわばコストが目に見えて下がるとかということをＮＫＫさんや竹中さん

で御知見があればまとめていただければと思います。

○加藤技術企画部 ちょっとイトウの方と検討させてください。

○三宅座長 そうですね。多少時間がありますので、連休の後ぐらいに検討いただいて。
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ということで、15日に石橋さんと加藤さんの方でお願いするということでよろしゅうご

ざいましょうか。

○足立課長補佐 さっき１回切りというお話でしたけど、回数もそんなないんで多分そう

もいかないと思うんで、もし何でしたら、私も市街地建築課だとか市街地整備課とはおつ

き合いがあるんですけど－－どこかで石橋さん別途、さっきおっしゃりかけたことを伺わ

させていただいて、私が間をもちますのでちょっと御相談申し上げて、どなたか来ていた

だいた方が何かと－－権利変換の問題とかその辺は、だれかいた方が必ず次回の会議はよ

くなると思うんで、そこはちょっと調整させて……。よろしいですか、そんな勝手なこと

で……

○小川企画専門官 構いません。

○足立課長補佐 御相談申し上げますので。

○小川企画専門官 上物をどう立ち上げていくかという話になっていくと思いますので、

その辺は市街地建築課とかうちの市街地住宅整備室の関係になると思いますけど。

○足立課長補佐 議事録はどういう扱いになるんですか。

○高柳（事務局） 非公開でも結構です。

○林技術課長 ただ、ある程度まとまったところでは国の予算を使ってやっておりますの

で、皆さん御了承の範囲内でまとめて出すか、そこはまた御相談をさせていただきます。

○三宅座長 そういうことでよろしいですね。どうもありがとうございました。

閉 会


